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平成19年９月21日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第８号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第14号 平成18年度公営企業会計決算の

認定について

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・ 不適正な事務処理」の調査結果について「

・警察情報セキュリティ対策の推進状況につい

て

・道路交通法の一部改正について

・全国高等学校総合文化祭の結果について

・全国高等学校総合体育大会及び全国中学校体

育大会の結果について

・国民体育大会九州ブロック大会の結果につい

て

・太陽光発電システムの導入にかかるＮＥＤＯ

の補助について

・単純な労務に雇用される職員の給与の種類及

び基準に関する条例等の一部を改正する条例

について（議案第６号関係）

・台風４号及び５号による被害状況について

出席委員（９人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 米 良 政 美

委 員 福 田 作 弥

委 員 野 辺 修 光

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 長 友 安 弘

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

警 務 部 長 橋 本 昌 典

松 尾 清 治
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 柄 本 重 敏

刑 事 部 長 鬼 束 昭 己

交 通 部 長 柄 本 憲 生

警 備 部 長 谷 口 数 雄

警 務 部 参 事 官 椎 葉 今朝邦

中 原 雅 男
警務部参事官兼
会 計 課 長

山 中 勇一郎
生活安全部参事官
兼 地 域 課 長

総 務 課 長 松 井 宏 益

生活安全企画課長 黒 木 憲 生

少 年 課 長 柏 田 和 彦

交 通 規 制 課 長 今 井 和 久

運 転 免 許 課 長 徳 留 勝次郎

教育委員会

教 育 長 高 山 耕 吉

一 原 則 幸
教 育 次 長
（ 総 括 ）

寺 田 建 一
教 育 次 長
（教育政策担当）

福 島 信 雄
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 誠 史
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政 策 企 画 監 満 丸 洋 一

財 務 福 利 課 長 靍 田 歳 明

学 校 政 策 課 長 飛 田 洋

学 校 支 援 監 白 川 智

特別支援教育室長 有 馬 順一郎

教 職 員 課 長 堀 野 誠

生 涯 学 習 課 長 勢 井 史 人

スポーツ振興課長 得 能 剛

文 化 財 課 長 井 上 貴

人権同和教育室長 遠目塚 勉

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

久 保 哲 博
副 局 長
（ 総 括 ）

時 庭 伸 次
副 局 長
（ 技 術 ）

総 務 課 長 岡 田 英 治

経 営 企 画 監 本 田 博

工 務 課 長 郷 田 五 男

電 気 課 長 相 葉 利 晴

施 設 管 理 課 長 山 潤一郎

総 合 制 御 課 長 白ヶ澤 宗 一

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

ただいまから、文教警察企業常○太田委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○太田委員長

します。

次に、公営企業会計決算の審査についてであ

りますが、今回、付託を受けました議案第14号

「平成18年度公営企業会計決算の認定について｣

につきましては、議会運営委員会の申し合わせ

のとおり、閉会中の継続審査としたいと存じま

す。

本来は、議案の取り扱いを決める際にお諮り

すべきではありますが、今定例会における議案

の審査にもかかわってきますので、この際、閉

会中の決算審査の日程について、お諮りしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、決算審査の日程につ○太田委員長

きましては、お手元に配付の日程案のとおりで

よろしいでしょうか。10月１日から３日までと

なっております。いいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○太田委員長

します。

なお、議案第14号は、ただいま決定しました

日程で審査等を行いますので、今回の委員会に

おきましては、執行部の説明は概要にとどめる

こととし、質疑も、今回特に必要があるものに

について行っていただきますようお願いいたし

ます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

報告事項について、本部長並びに関係部長の

説明を求めます。
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なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

先月の24日付で宮崎県の警○相浦警察本部長

察本部長になりました相浦でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

また、我々執行部サイドの職員であります警

務部長にも異動がございましたので、私の方か

ら紹介をさせていただきたいと思います。私の

右に座っておりますけれども、警務部長の橋本

警視正でございます。

委員長初め委員の皆様には、日ごろから警察

業務全般にわたりまして、格別の御理解、御協

力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げ

ます。

、 、私 ちょっとバッジつけておりますけれども

きょうから秋の交通安全運動ということで、ま

た御承知おきいただきまして、応援いただきた

いと思いますけれども、県民が引き続き安全で

安心して暮らせる宮崎を目指しまして、我々職

員一同一丸となって努力してまいりたいと考え

ておりますので、今後とも御指導、御鞭撻を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本題の委員会報告の前に、先般不適正な事務

処理に関しまして最終報告が行われました。警

察本部におきましては、これまで報告をさせて

いただいております事柄以外の新たなものはご

ざいません。いずれも公的な支出でございまし

た。後ほど、警務部長のほうから改めてその概

要等につきまして説明をさせていただきたいと

。 、 、思います 県警察といたしましては 今後とも

引き続き適正な事務処理に努めてまいる所存で

ございます。

本日の委員会報告は２項目ございまして、１

つは、｢警察情報セキュリティ対策の推進状況に

ついて｣、２つ目は 「道路交通法の一部改正に、

ついて 、いずれも担当部長から説明をさせます」

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、初めに不適正な事○橋本警務部長

務処理に関する全庁調査結果について御報告い

たします。

皆様のお手元に配付しております「不適正な

事務処理の調査結果について」に基づき御説明

いたします。

１枚目の１総括表の（１）｢預け｣の状況でご

ざいますけれども、警察本部においては３所属

、 、に預けがございまして この預けがあった所属

金額などは自主申告時と変わったところはござ

いません （２）及び（３）に記載しております。

、 」 、｢書き換え｣ ｢不適正な現金等 につきましては

そのような事実は警察本部においてはございま

せんでした。

。 「 」 （ ）２枚目でございます ２ 預け の状況の １

所属別内訳でございますが、先ほど申し上げた

とおり、３署における預けの金額等は自主申告

時と変わったところはございません。

次に （２）の主な使途等についてでございま、

す。そこに記載してありますとおり 「預け」か、

らの使途は、そのほとんどがコピー用紙などの

事務用品でございますが、中に、押収ＤＶＤの

内容確認のため捜査上必要な資機材としてＤＶ

Ｄデッキなど、備品に類する機材の購入が含ま

れております。これらはいずれも警察活動上の

必要性に迫られて購入したものでありますが、

すべて現物を確認いたしておりますので、今月

中には備品として受け入れを完了する予定でご

ざいます。

３の使途の状況でありますが、すべて公的支

出であったことが確認されております。

警察本部におきましては、本件事案が公にな

る以前の平成18年７月、この時点をもって、預
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け等の不適正な処理は行われておりません。で

すが、今後、このようなことを再発させないよ

う、警察本部としてはコンプライアンス意識の

一層の高揚を図るとともに、適正執行に係る指

導・教養を徹底してまいる所存であります。以

上で不適正な事務処理に関する調査結果につい

て御報告いたしました。

引き続きまして、資料２の「警察情報セキュ

リティ対策の推進状況について」御報告いたし

ます。お手元の資料２をごらんください。

、昨年からことしにかけて全国の一部の警察で

職員の私物パソコンからファイル共有ソフト

「ウィニー （Winny）を介し、警察情報がイン」

ターネット上に流出する事案が発生しました。

そのほか、外部記録媒体の紛失や不正な持ち出

し等の不適正な事案も発生しております。全国

で発生した情報流出事案を見ますと 公務に使っ、

ていた職員の私物パソコンや外部記録媒体を自

宅に持ち帰って使用している最中に、ファイル

共有ソフトウィニーを介してインターネット上

に情報が流出したというケースがほとんどでご

ざいます。

このような事案が発生した背景には、まず第

１として、警察情報を私物パソコンで扱わざる

を得ない状況があって、私物パソコンであるた

、 、め管理が徹底できなかったこと ２つ目として

外部記録媒体を通じて、警察情報を容易に自宅

に持ち帰ることができる状況にあったこと、３

つ目として、職員の警察情報の取り扱いに係る

認識が甘かったことなどが考えられます。

県警におきましては、このような情報流出事

案は発生しておりませんが、情報流出事案の防

止に万全を期すため、システムの整備、運用管

理の徹底、職員の意識改革の面から諸対策を講

じており、本件は、その推進状況について御説

明するものでございます。

まず１の、これまでに実施した情報流出事案

防止の諸対策についてでございます。

（１）は、公務からの私有パソコンの一掃で

あります。本県におきましては、これまでも警

察署等において職員の私物パソコンが多数公務

に使用されておりました。この状況を改善する

ため、平成10年度から公用パソコンの整備を進

めてまいりましたが、平成18年度に緊急に560台

を整備し、本年２月１日から公務に使用される

私物パソコンを一掃することができました。

（２）の情報の自動暗号化であります。県警

の公用パソコンにはすべて自動暗号化ソフトを

導入しております。これにより業務で処理する

情報の完全暗号化を図っております。これは、

職員が作成した文書などをパソコンや外部記録

媒体に記録する際、データを自動的に暗号化す

るもので、パソコンや外部記録媒体を紛失して

も、部外の者が中の情報を読めない仕組みにし

ております。また、仮に職員が無断で外部記録

媒体を自宅に持ち帰り、自宅のパソコンで見よ

、 。うとしても 情報を呼び出すことはできません

これにより、故意または過失による情報流出事

案の防止を図っております。

（３）は、外部記録媒体の組織的管理でござ

います。外部記録媒体の使用は、所属長の許可

制とし、持ち出しの際にも事前の承認を得るこ

とを義務づけるなど、外部記録媒体の個人管理

を禁止いたしました。また、ファイルサーバー

を整備し、県警本部に設置しているサーバー内

に情報の保存領域を設けたことによって、外部

記録媒体に依存しなくてもよい環境に改善をい

たしております。

さらに （４）は、モバイル化のための技術的、

対策でございます。犯罪の広域化等に伴って、
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最近は、出張捜査等でパソコンを外部に持ち出

して使用する機会も多くなっております。そこ

で、使用しない状態で、一定の時間が経過しま

すと、パソコンの画面がロックするなどの技術

的対策を施し、先ほど説明した情報の自動暗号

化措置とあわせて 万一 パソコンが盗難に遭っ、 、

た場合でも情報の内容がわからない対策をとっ

ております。以上の技術的対策は、全国の警察

の中でも早期に実施を完了したものでございま

す。また、このような難しい技術はある程度技

術的な知識が必要でございますけれども、これ

を補完する体制として 各所属にＩＴサポーター、

を置いて、組織内の技術的支援体制を構築して

おります。

次に、ウィニーなどファイル共有ソフトの使

用禁止についてであります。いわゆるウィニー

といいますものは、ファイル共有ソフトを使用

しているパソコンが暴露ウイルスに感染します

と、コンピューターの中にある各種ファイルが

インターネット上に放出され、不特定多数の相

手にファイルが共有されることになり、結果的

に本人が気づかないうちにパソコン内の各種情

報が流出してしまいます。このように、ファイ

ル共有ソフトは、情報の流出を引き起こす可能

性が高いこと、また、ファイル共有ソフトでや

、り取りされる情報は音楽や動画等ですけれども

そのほとんどが著作権を侵害するものでありま

す。そういった観点を踏まえて （５）にあると、

おり、警察職員は、私物のパソコンを含めて一

切のファイル共有ソフトの使用を禁止しており

ます。

先ほど申し上げましたが、本県では、過去に

私物パソコンで警察情報を取り扱っておる時期

がございました。そのため、ファイル共有ソフ

トの使用禁止、これを徹底させるため、職員が

自宅で使用する私物パソコンにファイル共有ソ

フトを導入していないか、また警察情報が保存

されていないかについて、これまで数次にわた

り点検を実施し、所要の対策を講じてきている

ところでございます。

次に、現在進行中の諸対策について御説明い

たします。

（１）は、交番・駐在所へのネットワークの

拡張でございます。現在、県内の交番・駐在所

で本部や警察署とのネットワークに接続されて

おりますところは 宮崎市内の５カ所のみとなっ、

ております。交番・駐在所へのネットワークが

拡張されますと、業務の効率化や手配の迅速化

が図られるほか、情報セキュリティーの観点か

らは外部記録媒体による情報の持ち出しの必要

がなくなり、紛失等による情報流出の危険性を

低減することとなります。そのため、今後も順

次ネットワークを拡張していくこととしており

ます。

最後に（２）でございますが、情報セキュリ

ティー意識のさらなる高揚でございます。技術

的対策については以上のように講じてまいりま

した。しかし、セキュリティーの万全を期すた

めには、何よりも職員のセキュリティー意識の

高揚を図ることが重要でございます。これまで

も、全職員に対し所属長等による面接を行い、

情報セキュリティー対策についての基本的事項

を聞き取るなどを通じて意識の高揚を図ってき

ております。今後も、警察学校での教養、各部

署による巡回指導の実施、他の県警の講師を招

、 、いた講演会など さまざまな機会を設けまして

職員個々人のさらなる意識の高揚を図るととも

に、監察においても各種セキュリティー対策の

徹底状況の検証を不断に行うこととしておりま

す。
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以上 「警察情報セキュリティ対策の推進状況、

について」申し上げました。

言うまでもなく、警察情報は、職員個人のも

のではなく、公的財産同様厳重に管理すべきも

のでございます。この認識を肝に銘じて情報流

出事案の絶無を期してまいりたいと思います。

委員の皆様には、今後とも御理解、御支援を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。以

上でございます。

次に、道路交通法の一部改正○柄本交通部長

についてでございますけども、その前に交通死

亡事故の発生状況について御報告させていただ

きます。お手元の資料３の第１をごらんいただ

きたいと思います。

交通死亡事故の現状につきましては、本会議

におきましても、本部長が答弁したところでご

ざいますけれども、表の一番下にございますと

おり、本年８月末現在の全国の交通死者3,648人

ということで、昨年同期比でマイナス361人と、

前年に引き続き減少傾向でございます。

一方、県内でございますけれども、死者が８

、 、月末で60人 前年比マイナス１人ということで

死者の増加数で全国ワースト２になりました昨

年とほぼ同じようなペースで推移いたしており

ます。この数字を人口10万人当たりの死者数に

しますと、本県は5.20人ということで全国平均

の2.86人を大きく上回っております。岩手県と

並んで全国ワースト１位と８月末ではなってお

ります。警察といたしましては、このような厳

しい現状を受けとめまして、今月の７日、県下

の交通幹部を本部に招集いたしまして、９月以

降の交通指導取り締まりを最重点にした死亡事

故抑止対策の強化、それから、本日から始まり

ました「秋の全国交通安全運動 、こういったい」

ろんな対策、関係機関・団体と連携した交通安

全活動を強力に推進するよう指示したところで

ございます。

それでは、本年６月20日に公布されました改

正道路交通法の概要について御説明をいたしま

。 。す 資料の第２の１法改正の趣旨でございます

ここに書いてございますとおり、国の第８次交

通安全基本計画、これに掲げられました平成22

年までに全国の交通死者を5,500人以下、死傷者

を100万人以下にするという目標がございます。

さらに、平成24年までに死者を5,000人以下にす

るという政府目標、こういったものを達成する

ため、そしてまた、昨年８月に福岡県で発生し

ました幼児３名が犠牲となりました飲酒運転事

故、これを契機といたしまして、飲酒運転の根

絶の世論を背景に、各種規定が整備されたとこ

ろでございます。

次に、法改正の概要でございます。改正法の

内容は、多岐にわたっておりますけれども、表

の（１）から（４）のとおり、４つの対策を大

きな柱としております。その主な内容につきま

して お手元に配付いたしておりますリーフレッ、

ト「改正道路交通法のあらまし 、これによって」

御説明いたしますので、まず表紙だけをお開き

いただきたいと思います。右側は開かずにその

ままごらんください。

第１の柱、これは悪質・危険運転者対策でご

ざいます。その１点は、右側のページにありま

すとおり、運転者本人に対する飲酒運転の罰則

が強化されました。酒酔い運転が５年以下の懲

役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転が３年

以下の懲役又は50万円以下の罰金、飲酒検知拒

否罪が３月以下の懲役又は50万以下の罰金にそ

れぞれ引き上げられたところでございます。

それから２点目は、左のページにございます

とおり、飲酒運転の周辺者に対する制裁が強化
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されまして、飲酒運転をするおそれがある者に

対して車両あるいは酒類を提供する行為、それ

から酒気を帯びていることを知りながら車両に

乗せてくれるように要求・依頼して同乗する行

為、これにつきましては罰則が新たに整備され

たところでございます。この飲酒運転周辺者の

行為は、これまで刑法の教唆犯、あるいは幇助

犯の規定が適用されておりましたけれども、今

回は、飲酒運転の周辺者の悪質な行為というこ

とで明確に規定をされ、新たに罰則が設けられ

ました。罰則の内容については、ここに書いて

あるとおりでございます。

そのほか、右のページの下のほうにございま

すけれども、救護義務違反、いわゆるひき逃げ

でございます。これの罰則が10年以下の懲役又

は100万円以下の罰金に引き上げられました。そ

れから、運転者が道路交通法などに違反した場

合、あるいは交通事故を起こした場合に、警察

官が運転免許証の提示を求めることができるよ

うになりました。これは危険防止措置規定の見

直しでございます。それから運転免許にかかわ

る行政処分も強化されまして、酒酔い運転やひ

き逃げ、一定の悪質な違反、特に悪質な違反に

限り、運転免許が受けられない欠格期間の上限

、 、が これまでは５年ででございましたけれども

最長10年まで延長されました。

次に、リーフレットの右のページをお開きい

ただきたいと思います。第２の柱は、一番右に

ございます。高齢運転者対策等でございます。

まず、１の認知機能検査の導入でございますけ

れども、75歳以上の方が、運転免許証を更新す

る場合は、運転免許証の更新期間満了日前６カ

月以内に認知機能の検査を受けなければならな

いということになりました。あわせて、２の70

歳以上の方が免許更新をする際に義務づけられ

ております高齢者講習、これまで満了前３カ月

でございましたけれども、６カ月に延長されま

した。

もとに戻りまして、１の認知機能検査でござ

いますけれども、これは記憶力ですとか、時間

の認識の正確性、こういったものを特定する検

査でございまして、その結果に基づきまして認

知機能が全く低下しているおそれがないという

方、それから認知症には至らないけれども、認

知機能が若干低下しているおそれがある方、そ

れから、認知症のおそれがある方、この３つに

検査によって区分されまして、それぞれに応じ

た高齢者講習が実施されます。この認知機能の

検査でございますけれども、これは認知症かど

うかを判断する検査ではございません。認知機

能検査の結果、先ほど申し上げました認知症の

おそれがあるという方で、更新前１年間に信号

無視ですとか、通行区分違反ですとか、一時停

止、それから、更新後次の更新までに今申し上

げたような違反行為をした場合、こういう場合

に臨時の適性検査が実施されます。これは専門

医による臨時適性検査でございますけれども、

その結果、認知症と診断されたときに初めて免

許の取り消しの対象となるということでござい

ます。

、 。次に 同じ右側ページの一番下でございます

３の75歳以上の者と聴覚障害者の方の保護でご

ざいますけれども、75歳以上の方につきまして

は、普通自動車 道交法は、普通自動車とい―

、 。 、 、いますと もちろん軽も含めます 軽 普通車

４輪の軽と普通車でございます を運転する―

場合には、高齢運転者標識、いわゆる「もみじ

マーク」の表示が義務づけられました。施行後

は初心者マークと同じように、表示しなければ

違反となります。また、高齢ドライバーを保護
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するために、もみじマークを表示した自動車に

対する幅寄せ、こういったことが禁止されまし

て、これに違反した場合も、罰則が科せられる

ということになります。なお、70歳以上75歳未

満の方のもみじマークにつきましては、これま

でどおり努力義務のままでございます。

それから、聴覚障がい者の方、全く耳の聞こ

えない方に関する規定も整備されまして、現行

の適性試験の基準に満たない聴覚障がい者に対

しましても、ワイドミラーの装着を条件として

普通自動免許が与えられるということでござい

ます。この場合には、聴覚障がい者標識の表示

が義務づけられたということでございます。

次に、リーフレットの中央でございます。第

３の柱でございます自転車利用者対策でござい

。 、 、ます まず１にありますとおり 今回の改正で

普通の自転車は、道路標識等で歩道を通行する

、ことができると今まではなっておったんですが

これに加えまして、運転者が児童・幼児、その

他政令で定める者である場合、それから、車道

または交通の状況から歩道を通行することがや

むを得ない場合、こういう場合においても歩道

を通行することができるようになりました。

そのほか２の、児童または幼児の保護者は、

児童・幼児を自転車に乗車させるときには、乗

車ヘルメットをかぶらせるように努めなければ

ならないということになりました。

そのほか、一番下の３の地域交通安全活動推

進委員の活動内容に自転車の指導が追加された

ところでございます。

次に 最後でございますけれども リーフレッ、 、

トを裏返しして真ん中のページをごらんいただ

きたいと思います。第４の柱は、被害軽減対策

でございます。これはこれまで運転者の努力義

務とされておりました後部座席のシートベルト

の着用を義務化するということでございます。

当面は、高速道路で違反した場合のみ、点数が

引かれるということになっております。

、 、最後に その他の規定の整備といたしまして

警察署長が移動保管した放置車両を返還できな

いときの都道府県への所有権帰属の期間が６カ

月から３カ月に短縮されたということ、それか

ら、資料にはございませんけれども、安全運転

管理者の欠格要件に酒気帯び運転が追加される

など、所要の規定の整備が行われております。

この改正道路交通法の施行につきましては、

飲酒運転の罰則強化など悪質・危険運転者対策

につきましては、一部を除きまして、既におと

とい９月19日から施行されております。その他

につきましては、リーフレットにございますと

おり、公布の日から１年または２年を超えない

範囲において政令で定める日から施行するとい

うことになっております。

以上、道路交通法の主な改正の概要について

御説明をいたしましたけれども、昨日現在で県

内の交通死者は64人 前年比ではマイナス２―

人 ということになっておりまして、依然と―

して高齢者を初め県内のとうとい命が悲惨な交

通事故によって失われております。警察といた

しましては、今回の道路交通法の改正を踏まえ

まして、飲酒運転の根絶に向けた対策を初め、

交通死亡事故抑止のための諸対策を強力に推進

してまいる所存でございますので、委員の皆様

には今後とも御理解、御支援を賜りますようよ

。 。ろしくお願い申し上げます 以上でございます

、○太田委員長 執行部の説明が終了しましたが

。報告事項について質疑はありませんでしょうか

交通部長、飲酒運転の罰則の引き○米良委員

上げが相当高くなりましたけれども、この改正

後の認識として、５年以下の懲役と100万円以下
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の罰金というのがこれは同等の、いわゆる５年

以下の懲役は100万円以下の罰金に値するという

認識といいますか そういうことでいいんでしょ、

うかね。

そういうことではございませ○柄本交通部長

んで、初めて飲酒運転をしたという場合には大

体罰金、ちょっとはっきりした線引きはできま

せんけれども、常習的に飲酒運転を繰り返して

おるという場合には、これは罰金刑ではござい

、 。ませんで いわゆる懲役ということになります

そこ辺は、その認識の仕方につい○米良委員

ては、個々ばらばらでいいということでいいで

すね。あんまりそこ辺を同じ それに値する―

。ということになるとまた語弊が出てくると……

道路交通法のみでなくて、○相浦警察本部長

大体罰則で行為禁止を命ずる法律のつくりとし

てこういう懲役刑と罰金刑を並存させる形で設

、ける法制の仕方というのはしばしばありまして

要するに、交通部長が説明しましたように、い

ろんな対応があり得ると、酒酔い運転でいろい

ろとその諸事情から、情状酌量の余地がある場

合に、最終的に、裁判官が、これだけいろんな

諸事情がある中で気の毒だということで、罰金

ということあるでしょうし、一方で、非常に悪

質だという場合には、最高５年まで懲役がかけ

られるということでございまして、ただ、いず

れにしても、５年以下の懲役または100万円以下

の罰金の幅のかけ方ですね、最終的に裁判所の

判断で処断をされると、こういうことでござい

ます。幅があるという意味でございます。

それから、被害軽減対策で高速道○米良委員

路の後部座席のシートベルトの必要性というこ

とで新たに加わったと思いますが、これは後部

座席に乗っておって、シートベルトをしていな

いということが発覚したら、これは罰金刑、何

かあるんですか。ここには載っていません

が……。

これは罰金刑ではございませ○柄本交通部長

ん。ドライバーのほうの点数が引かれるという

ことでございます。

九州の交通事故の発生状況、全国○米良委員

と比較して最初説明を受けましたが 本県はワー、

スト１ということでありますが、私は、いつも

思うんですけれども、10号線をあっちこっち走

る中で、よく交通事故の実地検証によく出くわ

すことがあるんですけどね。他県と比較して宮

崎県は道路事情が悪いと思うんですよ。私たち

は県外に調査なんかほかの用務で行きますけど

ね、宮崎というのは公共資本の遅れもそうです

けれども、特に、道路事情というのが災いをし

ておるんじゃないかなといつも思うんですよ。

最近、10号線、私は門川から宮崎まで走ってき

ますけれども、登坂車線ができたり追い越し車

線ができたり、10号線も相当改良がなされてお

りますけどね。こういう道路事情が悪い県とい

うのはほかはないですよ。

そこで、部長、やっぱり土木部あたりとの整

合性、警察とですね。この交通事故はやっぱり

道路事情によるものだというところが多分に私

はあると思うんですよ。そういう交通事故状況

からするとですよね、警察署・警察官がやっぱ

り県土整備部あたりと十分議論をして、あるい

は国土交通省でもいいですけれども、こういう

道路事情ではだめですよというような、そうい

う進言を加えていく必要があるんじゃないかな

と、こう思うんですけれども、そこあたりは専

、門的な立場で何らかのそういうものを道路事情

県土整備部あたりにそういう示唆を与えるよう

な、そういうことがやっぱり僕は必要じゃない

かと思うんですけどもね。どうでしょうね、そ
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こあたりは。

委員、御指摘のとおりでござ○柄本交通部長

いまして、現在も事故多発地点でございますと

か、死亡事故が発生した現場、ここでは必ず道

路管理者も一緒に立ち会いをしてもらって、交

差点の改良すべきところがないか、あるいは道

路のもっと改良すべきところはないか そういっ、

たことも含めまして、現場検討会を実施してお

るところでございます。

今、特に交差点の事故が非常に多うございま

すので、交差点が認識できやすいような交差点

のカラー化とか、そういったことも今、道路管

理者のほうに要請しておるところでございます

けれども、委員、御指摘のとおり、もっともっ

と私どもも道路管理者といろいろ協議を重ねな

がら、改良すべきところは改良していただくと

。いうふうに努めてまいりたいと思っております

実は、うちの近くの交差点も10日○米良委員

に１回ぐらいは必ず接触事故があるんですよ。

日向警察署、門川の派出所あたりの皆さんが来

て対応していますけれども、そういうところは

県内至るところにあるもんですからね。特に、

そういう交通事故防止と警察官がどうそこに専

門的な心を加えていくかということについては

僕は表裏一体でなきゃいかんなと思っておりま

すからね、今、部長おっしゃいますような対応

を特にこれからしていただきたいなと思うもん

ですから、要望しておきます。

警察情報のセキュリティー対策、○福田委員

大変厳密な対策が打たれたようでありますが、

この中で、外部記録媒体に依存しない環境を構

築したと書いていますが、そうしますと、公務

で導入された560台のパソコン、これは普通私ど

もが接続するインターネットの回線なんかは必

要最小限に接続をされておられるということな

んですが、どうですか、その辺の内容は……。

お答えします。○橋本警務部長

今、警察パソコンは、宮警ネットという形で

ＷＡＮを構築しておるんですけれども、基本的

にクローズされた形になっておりまして、今、

各職員個々人が持っているパソコンから一般の

いわゆるグーグル（Google）とかヤフー（Yaho

o！）とか、ああいったようなインターネットに

は接続できない形をとっており、いわゆる警察

の内部だけのネットワーク、こういう形をとっ

てございます。

それでは、現状で見る限り、警察○福田委員

情報がそういう一般の回線を通じて流出するこ

とはあり得ないと、こういうふうに解釈してい

いんですね。

今、公用パソコンを使ってい○橋本警務部長

る限りにおいては、そういう危険性はないとい

うふうに考えております。一般のものにアクセ

スすることはありませんので……。

全数560台公用パソコンを導入され○福田委員

たわけですから、もちろん私用のパソコンの、

プライベートなパソコンの仕事場への持ち込み

も禁止されておるわけですね。

今 560台と申しましたのは 18○橋本警務部長 、 、

年度に560台を整備したということでございまし

て、今、県警にある公用パソコンは数を確認い

たしますと2,067台ございます。当然、交代勤務

もございますので、そういった意味では職員の

数と若干一致をしない部分もございますけれど

も、これの2,067台で一応原則１人１台の公用パ

ソコンの整備というふうに考えておるところで

ございまして、そういった中で一切の警察署の

卓上からは、私有パソコンの持ち込みというも

のは排除されていると、こういう状況でござい

ます。
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不適正な事務処理のことについて○井上委員

ちょっとお聞かせいただきたいんですけど、例

えばの話ですけど、西都警察署が平成14年の当

初の残高というのは、176万2,594円あったわけ

ですよね。それ以後入金された分が170万9,529

円なんですが、ですから預け総額は347万2,123

円になるということになるわけですが、ちなみ

にという話なんですが、平成14年の残はわかり

ましたが、平成15年、16年、17年、18年、19年

の残は幾らになっているのか、ちょっと教えて

いただけますか。

資料を出しますので、ちょっ○中原会計課長

と時間をいただきたいと思います。

ちょっと疑問に思うのは、最終的○井上委員

、な時点でどのくらいお金が残っていて 結果―

ゼロになっているんですよね。このゼロの仕方

ですよ、ゼロにする方法、これはどういう方法

。だったのかをお聞かせいただきたいと思います

、○橋本警務部長 ゼロにする方法といいますか

どうも職員の意識の中には、こういった預けと

いう形での執行が余りよろしくないという意識

は当然持っておって、早期に解消したいという

ことで、適正事務に努めていく過程の中で、結

果的に、県警においては早い段階でゼロという

形で解消されてきたと、こういう認識を持って

おります。

例えば、西都の警察署だけちょっ○井上委員

と 西都だけをということではないんですけ―

どね。デジカメの２万7,000円と、ＤＶＤレコー

ダーの８万9,250円、これは形があるものだから

品物が残るということですよね。それで、その

ほかはコピー用紙を全額買ったというふうな、

そういう処理の仕方なんですか。例えば、どう

いう処理の仕方をしたのかがちょっとわからな

い。ゼロになるということの処理の仕方がそれ

がちょっとよくわからないんですけどね。

委員、御質問の点でございま○中原会計課長

すけれども、要するに、預けと言われる額が業

者の帳簿上に残っておるわけですね。この額内

、 、で払い出しといいますか 品物をとりますので

幾らあと残っておるということは、その都度会

。 、計担当者は把握するわけでございます それで

それに見合う品物を順次とっていってゼロにな

るということでございます。

多分預けってそういうものだから○井上委員

ですね システムはそうなんですよ それはおっ。 。

しゃるとおりで、どこでもそんなふうにし

て……。だから、形としてはゼロというのが

ちょっと意味がよくわからないわけですよね、

ゼロにするというのが。だから、どうやったら

。 、ゼロになりますかね 業者に預けていてですよ

ゼロ。だから、少なからず、もうこれは489円な

んだけど、ゼロにするために、とにかく品物を

上げるからこれでゼロというふうな処理の仕方

をしているということですか。

いや、そうではなくて、やっ○中原会計課長

ぱり必要な物を払い出し受けるわけですけれど

も、その中でゼロになるように品物を選別して

いくということになろうかと思います。

だから、普通預けがあったところ○井上委員

は、残金が少なからず残っているほうが自然だ

ということなんですよ、正直申し上げると。そ

れがゼロになるということは無理やりゼロにす

るということですよね。普通ちょっと考えられ

ないです。少なからずそれを解消しないといか

んというのは確かにわかるので、急いで解消し

ようとしたんでしょうけれども、それが残がゼ

ロというのは何らかの、業者との何かのあれが

ない限りはこれはゼロというのはちょっと考え

られないですもんね。だから、かえって何です
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かね、２番目の高鍋警察署のほうが自然なんで

。 、すよ 残っているからこれは引き上げますよと

あとで会計処理上どういうふうな全体的にそう

いう処理をするかと、会計法上あるんでしょう

けれども、これのほうがまだ自然な感じがする

んですよね、感覚としては。それはどうしてゼ

ロにしていったのか、それがちょっとよくわか

らないんですけど。

預けが幾ら残っておると、そ○中原会計課長

の中から払い出しをしていく、当然そうなんで

すけれども、その間には正当な、正当なといい

ますか、適正な取引というのもあるわけで、そ

の適正な取引の中で、例えば、預けから取る分

よりも余計に取引をすることがあります。その

分は、預けから払い出した分の差額を要するに

執行するということで、ゼロになるということ

でございます。

そういうことでしょうね そうじゃ○井上委員 。

ないとゼロにならないわけですよ、形として。

適正なと言われるとちょっとあれがあるんだけ

ど、これは不適正なんですよね。これはやっぱ

り不適正なので、西都も高鍋も 高千穂は西―

臼杵支庁全体そうなので こんな感じなんでしょ、

うけども、だから、やはりデジタルカメラとか

ＤＶＤレコーダーとかというのは、そこの署の

人に、買っちゃいけないみたいなあれがあった

んですかね。それとも、適正に必要なものとし

て挙げるようにという指導というのは本来され

ていたんでしょうか。

委員御指摘のとおり、当然、○中原会計課長

こういうものは、備品として予算要求をして買

うように指導は常々やっております。

。○宮原委員 道路交通法の部分でいいですかね

今、説明を受けたんですけど、自転車に子供が

乗る場合にヘルメットをかぶらせるように努め

なければならないということですから、ただ、

極力かぶってほしいということ、普及するだけ

ということで考えていいんですかね。

努力義務でございます。罰則○柄本交通部長

はございません。

もう一つは、今度は３番にある75○宮原委員

歳以上がもみじマークが義務化されるというこ

となんですが、１年以内に施行されるというこ

、 、とになりますから 現在持っておられない方は

これは購入しなさいということですよね。これ

を配布するということじゃないんですよね。

初心者マークと同じく購入と○柄本交通部長

いうことでございます。

ほかにはありませんか。報告事○太田委員長

項についてはいいですか。先ほどの質問の回答

もありますが、報告事項に対する質疑がなけれ

ば、その他のほうに行きますが、先ほどの質問

のまだ未回答の分がありましたので、会計課長

のほうが先に行きますか。

今、資料ちょっととっており○中原会計課長

ますので、時間内に参りましたときには御説明

いたしますし、時間、間に合わないときには各

委員のほうにお手元にお配りしたいと思ってお

ります。

それじゃ、報告事項についての○太田委員長

質疑がなければ、野辺委員お願いいたします。

済みません。その他のその他で○野辺委員

ちょっと私ごとで申しわけないんですが、実は

私、茶をつくっておりますれば、防霜ファンの

電線が切られて、500メーターぐらい被害に遭っ

たんです。ただ、私だけじゃなくて、その後、

田野とか西都等でも発生しておると聞いている

もんですから、その後どうなっているのかなと

いうことが気になるんです。ただ、電線の復旧

については、今の時期だったらいいんですが、
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これが本当の防霜時期の３月上旬あたりに、も

しそういう事故が出てきた場合には、何十倍と

いう被害になるもんですから、茶の生産者は非

常に困っておるという状況でありますので、そ

の後、何か建設資材の窃盗なんかで逮捕された

ということを聞いて、ひょっとしたら関係があ

るんじゃないかなと思っておりましたが、もし

ここである程度おわかりであればちょっと教え

ていただきたいと思うんですが。

お答えします。○鬼束刑事部長

新聞等で御存じのとおり、全国的に金属盗と

いうのが頻発しておりまして、ちなみにことし

の８月末現在で、県下で127件発生をしておりま

す。これは去年に比べるとプラス52件というこ

とでありまして、特に、銅線それから鉄板、鉄

類、ステンレス、こういうものが主に資材置き

場とか、それから工事現場、倉庫、道路とか、

今言われたように茶畑とか、そういうところで

盗まれておるということで、被害額が、ちなみ

にことしは約1,700万余りになっておるというこ

とでございます。

この検挙については、どうなっておるかとい

うことですけれども、これも新聞等で御存じの

とおり、例えば、８月に日南署で１人逮捕して

おりますし、宮崎北署でも９月に５名逮捕して

おる。これは今のところ40件ぐらい同じような

、ことをやったということで自供しておりますし

高鍋では船のいかりをとられたと、これも目撃

されまして、その通報によって署員がつかまえ

たと、高岡署でもやっぱり工事現場からＨ鋼が

盗まれたということで、17名ぐらい今、逮捕し

て調べをしていますけれども、一番この事件で

、 、 、問題は 例えば 銅線をとってそのままの形で

例えばリサイクルショップあたりの、そういう

、扱うところに持っていけばいいんですけれども

例えば、銅線をとって、それをはいで廃材と一

緒に入れて持っていって売るとか、特に、普通

の品物であれば番号とか、そういうのがあるも

んですから、ある程度被害品の特定というのが

きくわけですけれども、そういうのがなかなか

当然その状態で持っていかないというのが―

普通ですから、そうなると被害づけというのが

非常に難しい点等がありますし、また、県内だ

けじゃなくて、県外に持っていくんじゃないか

というようなことも考えられまして、非常に検

挙というのが難しくなってきておるという実態

がございます。

、 、 、それで 警察としては この被害に遭う前に

防止策ということで、特に被害に遭われるよう

な対象については、防犯ビデオをつけてもらっ

たりセンサーをつけてもらうとか、直接警察が

出向いていって、こういう実態にありますから

注意してくださいよというようなことを、防犯

広報を相当やっておりまして、特に、言われた

ように、公園のブランコを持っていくとか、そ

れからリニアのあれを持っていくとかですね、

、最近はあたり構まわずやっておるという実態で

なかなかその被害対象も絞り切れないというの

が実態でございまして 警察としては パトロー、 、

ルを強化するとか、特に、夜間の検問等をやっ

て、そういう物を持っておれば不審者というこ

とで質問をするということで、検挙と防犯両面

から現在進めてやっておるという実態でござい

ます。なるだけ遭わないように、対象の人たち

にも防犯意識を持ってもらっていろいろ対策を

立てていただくということでお願いをしている

ところでございます。以上でございます。

茶畑の場合は、私も箇所数が何十○野辺委員

カ所かあるもんですから、そういう自分でセン

サーとかつけるのもこれ、大変ですけど、なか
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なかいつの時間に来るのか、薄暗い時間じゃな

いかなという気がするんですけど、ずっと毎晩

回っておくわけにもいかんし、今はまだいいん

ですけど、春先にやられたら今度は本当の被害

、 、がですね 防霜ファンの役目が何にもならんし

一日や二日で全線張りかえることはできないも

んですから、大変我々として心配しておるもん

ですから、何とかひとつ手がかりを見つけて検

挙していただきたいと思いますが、よろしくお

願いします。

ちょっとその他でお尋ねをいたし○長友委員

ますけれども、障がい者の方からのいろんな通

報とかいろんなものを受けるときのＥメール110

番とかファクス110番というのがあると思うんで

すよ。これが最近どういう活用状況になってい

るか、18年でも19年でもいいけれども、わかり

ましたらちょっと教えていただけませんか。

資料を出しますので、○柄本生活安全部長

ちょっとお待ちください。

もう一点、ちょっとこれも卑近な○長友委員

例ですけど、知的障がい者または精神障がい者

の犯罪といいますか、これで逮捕をされて、そ

して起訴されたり、起訴猶予になるわけですけ

れども、そういう人たちの逮捕後の取り扱いと

いいますか、弁護のことをひっくるめて、どう

いうふうな経過をたどっていくのか、教えてい

ただきたいと思います。

委員から御質問の、まず○柄本生活安全部長

ファクス110番とメール110番というのを障がい

者からの110番ということで、これを運用いたし

ております。メール110番といいますのは、電子

メールつきの携帯電話、パソコン等を使って事

件の110番をするというもので平成15年８月１日

から運用しております。

このメール110番では、ことしの８月末現在

で14件、各種の相談だとか事件、事故の通報で

すけれども、通報者自身が被害に遭ったとい

う110番はことしになっては今のところありませ

ん。またファクス110番につきましても、18年中

が１件の各種相談でございまして、19年の８月

末現在で２件来ております。これにつきまして

は、内容的には緊急の110番ではありませんでし

た。

そういうことで、件数的には少ないんですけ

れども、しっかりとこの辺のところは対応いた

しておりますので、また、この内容につきまし

ては 「110番の日」等を通じて、いろんな機会、

に広報して周知を図ってまいりたいというふう

に考えております。以上であります。

知的障がい者等の身柄の取り○鬼束刑事部長

扱いということでありますけれども、これも一

般的なことで申しわけないんですけれども、警

察が対応して、これが知的障がい者なりという

ことがわかりました場合は、一応、担当の専門

の医者に診せたりして、果たして、これが留置

に耐えられのるかどうかということをまず診断

をしてもらって、留置に耐え得るということで

あれば、あとは当然検察庁に身柄を送りますの

で、担当の検察官といろいろ連絡とって、場合

によっては精神病院に鑑定依託をするとか、そ

れで身柄の措置はどういうふうにするのか、こ

れは責任能力はないのかどうか、あるのかどう

かということの最終的な判断をして、その結果

でどうなるのかということが決まると思います

ので、そういう手続で、流れで一応処理はして

おります。以上でございます。

その間、弁護士あたり、これは障○長友委員

がい者の方々の保護者といいますか、そういう

方が立てられていくと思うんですけれども、こ

れは随時検察庁あたりとか あるいは裁判と―
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か何とかなるケースもあるんですかね。そうい

うときにこれは弁護ができるようなシステムに

なっているんですかね。

当然、検察官が鑑定、留置等○鬼束刑事部長

をやって、その結果でこれは責任が問えるとい

うようなものについては、場合によっては起訴

する。起訴して当然裁判になるわけですから、

そうなった場合に今度は弁護側から、いや、こ

れは本当はないんだということであれば、今度

は裁判所のほうが職権でまた別の病院に鑑定を

依頼するというようなこともございますので、

ケース・バイ・ケースで、警察の言うとおり、

また検察の言うとおりということにはならない

ということになると思います。以上でございま

す。

精神障がい者の場合も同じような○長友委員

ことですかね。

同じだと思います。○鬼束刑事部長

もう全国的な問題になったので御○井上委員

存じだと思うんですが、昨日はＤＶの問題とか

積極的に本部長の方から答弁を議場で聞かせて

いただきましたので、状況は大体わかるんです

が、いわゆる被疑者の家族に対するパワーハラ

スメント、あれはセクハラというべきなのか、

パワーハラスメントと言うべきなのか、宮崎の

県警があんなふうに全国放送されるというのも

なかなかないことなので、ちょっとお聞きして

おきたいんですけれども、今、裁判中なので、

それの結果としては、その中身についてはおっ

しゃれないというふうに思うんですけれども、

今はやっぱり警察官の方の不祥事みたいなとら

れ方というのは、だから、警察に対する信頼感

というのが非常に低くなっていくという可能性

は非常に高いと思うんですね。今回のような問

題が起きて、職場の中では、どのような対応と

いうか、それから職員に対するセクシャルハラ

スメント、パワーハラスメント含めての研修と

いうのはどのようにやられているのか、それを

お聞きしておきたいと思います。

特に、女性被疑者の取り調べ○鬼束刑事部長

、 、とかそういう問題で過去 触ったとかいろいろ

当然取調室は密室ですから、そういう事案も発

生しております。そういうことで、警察として

は、そういう取り調べについては、必ず女性警

察官を立ち会わせるとか、特に身体検査とかそ

ういう場合も、これは法にちゃんと決まってお

りますので、成人の女性を立ち会わせるという

こと、それから、最近では、特に女性の性犯罪

の被害者とかそういうものについては、女性の

警察官を指定して、それに当たらせるというこ

、 、 、とで そういう疑いを持たれないように また

発生しないようにということでやっております

、 、 、から その面では もちろんメールを送るとか

そういうことも絶対あってはならないことです

から これについても厳しく幹部のほうでチェッ、

クをして、もし当たる必要がある場合には、幹

部の指揮を受けて接触するということ等でやっ

ておりますので、たまたまああいう事案が発生

したということで、さらに厳しく今後もやって

いきたいというふうに思っております。以上で

ございます。

委員の御質問のいわゆる○松尾警務部参事官

セクハラの関係でありますけれども、本県では

平成11年に「宮崎県警察セクシャルハラスメン

ト防止対策要綱」というのを制定をしておりま

して、この要綱もずっといろいろ定めがあるわ

けですけれども、この要綱によりまして、防止

に関する資料の発刊であるとか、それから研修

会等の実施などを警察職員一人一人に対する指

導教養は一応やっておりまして、そういうセク
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ハラ等の防止に対する意識高揚というのは図っ

ているところであります。

警察官の方は、御自分が優しくし○井上委員

ているつもりでも、聞かれているほうは非常に

力のある、権力のあるところから物を言われて

いるという感覚というのはすごくあるわけです

よね。ですから、今回の場合も、なぜメールの

アドレスを聞かないといけないのかというのも

わかりませんし、それから、パワーハラスメン

トととられても絶対それを、なぜ言い逃れるの

かというのもちょっとよくわからないところで

すよね。やはり人権の問題というのは、ある意

味では、本当に繰り返し繰り返し、何度も何度

も研修しないとわからないところというのがす

ごくあると思うんですね。それで、例えば今、

警察の上司の人との関係だとか、職場の人間関

係だとか、やはりそういうものがなかなか警察

官の心理的なところまで、一人一人のところま

では手を届かせるというのはどの職場でも難し

いんだと思うんですよね。

ただ、そういう意味では今、いろいろワイド

ショウ的に取り上げられている事象みたいなの

を見ると、やはり警察官の方たちも非常に厳し

い職場環境にあるので、なかなかそういう心理

的なところまでは上司の人だってつかめないと

いうところにあるんだと思うんですよね。だか

ら、その辺の希薄さが形になってあらわれてき

たときに、例えば、警察官の人が本来使っては

いけない拳銃を使って殺害するだとかというこ

とになっていく可能性というのは非常にあると

思うんですね。

今回の事件も非常に屈折していると思うんで

すよ、見ていると。だから、そういうことが普

通に自分は優しくしているつもりだみたいなこ

とを言われると、何か非常に意識が低いなとい

うふうに言わざるを得ない状況ですよね。です

から、繰り返し研修されることが必要ですし、

女性警察官がもっとふえるということも必要な

のではないかなというふうに思います。改めて

そのことについて、本部長はどのようにお考え

なのか。

それから、今回の事象を受けて、警察の職員

の皆さんにどのようにメッセージされるのか、

そのことをお伺いしておきたいと思います。

前提の部分に、もし誤解が○相浦警察本部長

あるようならばと思いまして、ちょっともう一

度前提部分を確認させていただきますが、テレ

ビ等で流れております中身が多少細部にわたっ

て何というんでしょうか、正確に放映されてい

ない部分もあるような印象を私、持っていまし

て、それで、今、委員のお尋ねの中の前提の部

分で、あのメールというのに関しまして、当人

が、そういう嫌がらせをする意図はなかったん

だということを言っておると、それが今の委員

の御質問の背景にもあるような気がするんです

が、それが、例えば、県警察もそのように考え

ているかのような印象となると非常に違ってい

、 。まして あれは彼個人の実は言い分なんですね

私どもは、そのことについてそのとおりだとは

決して思っておりません。現段階でまだ処分の

ことについて最終的な結了をしていないのは、

背景の部分でこういうような、ちょっと民事的

な争いが起きております関係上、そこの部分を

よく見定めた上できっちりと、要するに、処分

という形でのけじめということは考えていきた

いと思っておりますので、あの案件について、

、組織的に問題がなかったとも思っていませんし

あのメールの内容が相手方の人に対して嫌がら

せにならないなどという言いわけは とてもじゃ、

ない、私ども通るものではないと思っておりま
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すので厳しく、恐らく井上委員の思っていらっ

しゃるのと同じ温度であの案件については見て

おりますので、今後、きちんとしたまたけじめ

をしていきたいというふうに思っております。

それで、今のお話の内容を聞いていますと、

セクハラといいますと、基本的には職場のセク

ハラの話で、先ほど警務部参事から説明しまし

た職場セクハラ対策ということで、これはどの

職場も同じ話かと思います。私どもの職場は、

どうしても他の公務署に比べると、結果的に女

性の職員が確かに少ないという面はございます

ので、他の職場以上に職場でのセクハラ対策と

いうことは意識していかなければならないと

思っておりますので、今後とも、一生懸命やっ

ていきたいと思っております。

女性の職員をもっとふやしたらいいんじゃな

いかというような、これはいろんな観点から検

討を要する事項でございますので、職員ベース

では結構女性はおりますけれども、警察官とい

う観点では、御案内のとおり、それほどはおり

ません。たしか４％台ぐらいだと思うんですけ

れども、これをどの程度の数がいいのかという

ことにつきましては、女性の職域をどれだけ確

保できるかという問題とかも絡みますので、総

合的な観点から検討はしていきたいというふう

に思っています。

それとあと、別の話として、どちらかという

と、何というか、職権乱用的な点、これは刑事

部長が説明いたしましけれども、職務の執行に

係る部分で、これは女性の方と言わず、男性に

対しても同様でございますけれども、職務その

ものに疑念を持たれるようなことでありますと

か、権力の乱用じゃないかと思われるようなこ

と、これはあってはならないことでございます

ので、これはもう言うまでもないことでありま

す。一つ一つの職務執行を適正に県民の方の理

解を得られるようにやっていくというのは、こ

れは基本中の基本でございますので、これはい

ろんな機会を通じて徹底をさせていただきたい

と考えております。以上です。

先ほどの井上委員の御質問に○中原会計課長

対してお答えいたします。

まず、西都警察署でございますが、平成15年

度の当初の残高でございますが、116万6,872

円 16年度96万8,017円 17年度59万7,059円 18、 、 、

年度33万7,809円でございます。

それから、高鍋警察署でございます。15年度

の当初14万7,544円 16年度当初19万8,326円 17、 、

年度当初23万2,794円、18年度当初も同じ額でご

ざいます。以上でございます。

台風災害時に、今回の台風４号、○西村委員

５号でも非常に大雨が降りまして、国道10号線

初め大きい道路も大分冠水して、車が故障して

立ち往生して、何台もとまっているという姿を

すごく見て、その後、水が引いてもその故障し

た車のために非常に困っていることもあって、

そのときにも警察官の方、いろいろ移動とか手

助けに出られたとは思うんですけれども、例え

ば、大雨が降ってきて、非常にあの道路は厳し

いんじゃないかなと思ったときに 先にパトロー、

ル等して、例えば、車が入ってこないような誘

導をするとか、そういう対策というのはマニュ

、 。アルにあるんでしょうか 教えていただきたい

台風に伴う大雨の対策につき○谷口警備部長

ましては、さまざまな対策を事前に早め早めに

とっていくのが原則でございます。今、指摘さ

れましたような幹線道路における冠水とか、崩

壊するというようなことを防止するためには、

マニュアルとしては、管内のパトロールをパト

カーなどを使ってそれぞれの警察署が自分の管
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内の危険箇所を中心にパトロールするというの

がマニュアルでございまして、この前、４号、

、５号で日向あたりで大きなのがございましたが

あそこは今まで危険箇所としては入っていな

かったように感じます。大雨の対策がとられて

いるのは、主に国道220号線の日南海岸の方は厳

しい規制がとられておりますけれども、私たち

のほうでも、これまでの台風に伴う災害をいろ

いろ参考にしながら、管理者とも協議して、警

察署のほうでは早め早めに今、おっしゃられた

ようなパトロールなどを通じて、その被害防止

または被害が発生した場合の早期の回復に取り

組んでいく必要はあると思っております。以上

でございます。

そのときも国道10号線は、がけ崩○西村委員

れ、また浸水で、ひどいところは全然通行どめ

で６～７時間全く動きがとれないと、それを知

らなくてどんどん突っ込んでいくわけですね。

よけいに渋滞が延びていって、さらに、それが

復旧作業をおくらせるという二重三重のひどい

状況になっていったわけですけれども、もちろ

んそのときに迂回路を見つけるというのも非常

に 先ほど米良委員がおっしゃったように、―

本県のいろいろ道路事情が悪いというのもあり

ますけれども、例えば、浸水する箇所とかは、

大体その地区に行けばあそこがいつも崩れると

か、水が上がるというのはわかっているんです

けれども、そういうデータみたいなものとか、

重点してパトロールに行こうという、そういう

のは警察も把握しているんでしょうか。

道路情報につきましては、道○谷口警備部長

路情報センターというのが主にやっております

し、管理者のほうでも道路標示の電光掲示板な

どの表示もございますので、そういうので通常

やっているわけです。今、指摘のような災害の

場合の突発的な通行どめ箇所などについては、

その電光掲示板などの表示が間に合わない場合

がありますし、道路情報センターでの放送が間

に合わない場合もあります。そういうときには

警察署のほうで判断してパトロールカー・広報

車を出して広報するというのが一番だと思うん

です。ただ、この前の場合は、日向のほうは北

側とも南側とも非常に渋滞が激しくて、大変な

思いをされたというのはよく知っておりますの

で、今後の対策には十分参考にしていかなくて

はいけない事例だったというふうに思っており

ます。以上でございます。

最後に、ニュース速報みたいな感○西村委員

じで台風時情報って出ますよね、テレビをつけ

ていたら。あのときに、せっかく情報を多分出

していると思うんですけど、テレビ上では日向

市10号線一部区間通行どめとか、どこかわから

ないんですね、仮に日向市と言っても。あそこ

を具体的に日向市幸脇地区であるとか、そこら

辺までをぜひ警察からも情報提供時につけ加え

ていただくと、ああいう渋滞とかも 非常に―

パニックの状態で皆さん移動していますから、

特に、そういう防災時の配慮をお願いしたいと

思います。

テレビなどにおける広報は、○谷口警備部長

非常に皆さん見ておられると思いますので、重

要なことだと思います。どのような提供をして

いるのか、また取材を受けたとき、どのように

回答しているのか、前回の場合、どのようなも

のであったか詳細は把握しておりませんけれど

も、今、委員指摘のような方法は必要だと思っ

ております。

関連してですね。先ほどは台風時○長友委員

の交通規制でありましたけど、交通の整理とい

いますか、そういうとき、消防署、あるいは地
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元の消防団、また建設業者さん等の協力といい

ますか。そういうのが結構あると思うんですよ

ね。最近、建設業者等が公共事業費等の縮減に

よりまして そこ辺の協力あたりが少しなくなっ、

てきているんじゃないかと、薄れてきているん

じゃないかという話等もございますけれども、

、 、その辺の 地域の消防団等の連携といいますか

そこらあたりがうまくいっているのかどうか。

それからまた、そういう協力の度合いというの

は最近ちょっと希薄になってきているんじゃな

いか、それについてはどういうふうに感じられ

ていますか。

台風などが発生、また被害が○谷口警備部長

予想されるという場合には、警察のほうは県と

か市町村と連携して進めていくわけですね。そ

の中で、情報交換が主になりますけれども、建

設業者の方々の依頼のところまでは今のところ

警察としては直接は入ってないところがあるん

ですね。それは市町村のほうで地元の建設業の

方々の協会と一緒にやっておられるところがあ

るということは知っておりますけれども、それ

がどの程度のものかというのは、私のほうでは

ちょっと把握しておりません。ただ、警察だけ

でもできませんし、消防だけでも無理なところ

がございます。また、自衛隊などに応援を依頼

することも必要な場合がありますので、いずれ

にしろ、特に、関係する公的機関が中心になっ

て台風災害は対応していくべきものだと思って

おります。その中において、一般の方々も御協

力をいただく点については御協力を願わなくて

はならないと思っていますが、現在のところ警

察、県、市町村、その関係が、消防を含めてで

すけれども、特に悪いとかいいとかいうことは

ないと思いまして 非常に緊密に連携して当たっ、

ているというふうに認識しております。以上で

ございます。

なかなか難しいんですよね。警察○長友委員

の方が整理をしておれば、かなり強制力という

のはあるんですけれども、土木業者あたりの人

がしていると 「何で通さんとか」とか、いろい、

ろそういうのがあったり、トラブルがあったり

するんですが、要は、本当に危険が予想されま

すし、交通渋滞というか、そういうことも発生

をしますので、できる限り県、市町村あるいは

そういう関係機関、さらに連携をとられて、そ

してスムーズな体制が組めるようになっていけ

ばいいなと思いますので、そのあたりまたよろ

しくお願いしたいと思います。

一言だけですけれども、信号○河野副委員長

機の設置予算は1年間にどのくらいあるものです

か。

信号機の新設予算というふう○中原会計課長

に認識してよろしいでしょうか。

はい、いいです。○河野副委員長

大体年間１億2,000万程度でご○中原会計課長

ざいます。

そんなにあるんですか。相当○河野副委員長

陳情せんとなかなかつけてもらえないという話

ですが。

信号機も種類によって１基当○中原会計課長

たりの値段というのは随分違うんですが、高い

のは700～800万から、簡単な信号機になります

と300万程度でございます。県民の方の要望が現

在でも400件近く交通部のほうに来ておるという

ふうに承知しておりますけれども、なかなか限

られた予算の中では設置していくことが困難で

すけれども、今年度も26基設置していく計画で

ございます。以上でございます。

これは交通違反の反則金を信○河野副委員長

号機等に回すという話も聞いたことがあります
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が、それは本当ですか。

今、信号機の予算は、全部県○柄本交通部長

単でやっております。16年度までは国からの補

助もあったんですが、今は県単、県費でやって

おります。反則金は一応国のほうに全部入りま

す。それぞれ今度は県のほうに特別交付金とい

うことで入ってきますので、その中からいろん

な交通安全施設、信号機に限らず道路の改良も

含めまして、そういうものに使われておるとい

うことでございます。

ほかにありませんか。○太田委員長

それでは、ないようですので、以上をもって

警察本部を終了いたします。

執行部の皆様には大変御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午前11時27分休憩

午前11時36分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について教

育長並びに関係課長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

教育委員会でございます。よろ○高山教育長

しくお願いいたします。

まず、説明に入ります前に、おわびを申し上

げたいと思います。不適正な事務処理について

でございます。教育委員会におきましては、前

回御報告いたしましたように、６つの所属で預

けが判明をいたしております。このような事実

が確認されましたことは、議会及び県民の皆様

方に大変申しわけなく思っております。深くお

わびを申し上げます。教育委員会といたしまし

ては、県民の皆様の信頼回復に向けまして、職

員の意識改革に取り組みますとともに、このよ

うなことが一切起こらないように、再発防止に

向けまして全力で取り組んでまいりますので、

御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。

次に、お礼を申し上げます。７月から８月に

かけまして実施をされました常任委員会の県内

調査並びに県外調査についてでございます。県

立宮崎西高等学校附属中学校、日南養護学校を

初め、各学校等を調査をしていただきまして、

。委員の皆様から貴重な御意見をいただきました

まことにありがとうございました。

それでは、説明に入らせていただきます。お

手元の文教警察企業常任委員会資料をお願いい

たします。表紙をめくっていただきまして、目

次をごらんください。今回御審議をいただきま

す議案は、議案第１号「平成19年度宮崎県一般

会計補正予算」並びに議案第８号「教育関係の

公の施設に関する条例の一部を改正する条例」

の２件でございます。また、その他の報告事項

といたしましては 「不適正な事務処理の調査結、

果について」など４件でございます。

、 、このうち 補正予算についてでございますが

委員会資料１ページをごらんいただきたいと思

います。今回の教育委員会の一般会計の補正予

算は表の下のほう、太線で囲んでおりますけれ

ども、計の欄に記載しておりますように、5,142

万1,000円の増額補正をお願いいたしておりまし

て、補正後の額は、1,161億3,831万7,000円でご

ざいます。

内容につきましては、高等学校等育英資金貸

与事業基金の積立金等の３件で、国庫補助や国

庫委託の決定等に伴います補正でございます。

私のほうからの説明は以上でございますが、引
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き続き、担当課長のほうから説明をいたします

、 。ので 御審議のほどよろしくお願いいたします

それでは、不適正な事務処理○梅原総務課長

の調査結果について御報告申し上げます。資料

は別冊と書いております委員会資料でございま

す。

１ページをごらんください。教育委員会では

６つの所属で預けがありまして、その預けの総

額は、表の中ほどＡ＋Ｂの欄でございます

が、2,500万円余となっております。また、使用

総額は、その隣のＣの欄でございますが、2,400

万円余となっております。また、書き換えや不

適正な現金については該当はございませんでし

た。

次に、２の預けの状況で （１）所属別の内訳、

でございます。各所属とも預けを行っておりま

、 、した事業者は それぞれ各１社でございまして

その事業者の業種は文具、事務機器等となって

おります。所属ごとの預けの状況は表のとおり

でございますが、主な概要について御説明をさ

せていただきます。

まず、南那珂教育事務所の欄をごらんくださ

い。一番表の右側に、最終預入日の欄がござい

ます。18年４月10日となっております。これは

戻っていただきまして 表のＢの欄14年度から19、

年度までの入金総額の欄に43万6,000円余とあり

ますが、このうちの一部が18年４月10日に入金

をされていたということでございます。この４

月の入金分は24万6,435円でございます。したが

いまして 残りの18万9,735円につきましては 17、 、

年度以前に入金がなされたものでございます。

次に、この４月に入金をされました24万6,000

円余の内容を見てみますと、これは年度末に予

算消化のため17年度予算の需用費を執行したも

のでございます。使途は封筒やバインダー、コ

ピー用紙となっております。その状況でござい

ますが 例えば バインダーで見ますと ３月13、 、 、

日に発注し、３月23日に納品予定、支払いが出

納整理期間中の４月10日となっているものでご

ざいます。これらの状況につきましては、所属

の支出関係書類、及び業者の帳簿や伝票等によ

り確認をいたしたところでございます。

次に、五ヶ瀬中等教育学校の欄をごらんくだ

さい。同じく最終預入日が18年４月７日となっ

ております。先ほどと同じくＢの入金総額の欄

を見ていただきますと、108万円余と記載されて

おりますが、このうちの８万8,851円が18年の４

月に入金されている分でございます。これも学

校がみずからの所属の17年度予算でつくった預

けでございます。また、Ｂ欄の入金差額100万円

がございますけれども、これについては、他所

属から配分を受けたものでございまして、後ほ

ど次の表で御説明を申し上げます。なお、五ヶ

瀬中等教育学校につきましても、これらの入金

に係る書類につきましては、先ほどの南那珂教

育事務所と同様の調査を行いまして 確認を行っ、

たところでございます。

以上、最終の預入日が18年４月の日付となっ

ている所属が４所属ございますけれども、これ

ら各所属につきましては、いずれも南那珂教育

事務所と同様の調査を行いまして、自己所属の

予算から預けを行った分につきましては、すべ

てが17年度予算の執行に係るものであることを

確認したところでございます。

次に （２）の主な使途等についてでございま、

す。西臼杵教育事務所の欄をごらんください。

預けの配分を行った状況の欄に五ヶ瀬中等教育

学校へ平成17年度に100万円の配分を行っており

ます。また、西臼杵教育事務所の隣の欄で配分

を受けた状況ですが、平成14年度に西臼杵支庁
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から200万円の配分を受けております。このうち

の100万円を消化するために、17年度になりまし

て五ヶ瀬中等教育学校に再配分をしたものでご

ざいまして、先ほどの五ヶ瀬中等教育学校の入

金総額と最終預け入れ金額との差の100万円はこ

の分が該当をいたしております。

次に、同じ表でございますが、使途について

でございます。主な使途につきましては、ここ

に書いておりますように、すべてが備品及び消

耗品に係るものでございます。確認に当たりま

しては、まず、各所属からの報告を求めたとこ

ろでございますが、各所属は、所属内の書類あ

るいは過去の在籍者からの事情聴取を行います

とともに、業者からの聴取あるいは業者が管理

する帳簿等で確認を行いまして、その報告に当

たりましては、各所属長の自筆の署名押印を求

めまして、虚偽の報告がないように努めたとこ

ろでございます。また、その後、私ども総務課

の職員が実地調査を行いまして、各所属やそれ

から業者からの聴取、帳簿の確認等を行ったと

ころでございます。なお、私どもが確認をいた

しました業者の帳簿につきましては、出納簿の

様式で年月日、品名、数量、単価、金額及び消

費税額等が数年にわたって記入をされておりま

した。この帳簿が業者の管理用で、外部に見せ

る目的で作成をされていたものではないという

ことから、この帳簿の記載については、作為的

な記載はないと判断をいたしたところでござい

ます。また、このような調査のほか、全庁調査

、でも改めて業者への調査を実施しておりまして

所属からの報告と相互チェックをいたしたとこ

ろでございます。このように、使途の調査に当

たりましては、特に、私的流用が疑われる案件

がないかということについて、十分に留意して

調査をいたしたところでございます。

このような調査の結果、預けの使途は、すべ

て事務の用に供するものでありまして、私的流

用は認められなかったところでございます。

次に右側、２ページ３番の使途の状況をごら

。 、んください 不適切な支出とありますけれども

「 、このうちの２番 公務に関連した使途であるが

職場の親睦会等で負担すべき内容の使途」と分

類された所属が２所属、２万2,886円ございまし

た。その内容につきましては、その下の４番の

表に書いてございます 香典袋やティッシュペー。

パー、ポット、台所用品等でございます。これ

らの品物につきましては、特に、台所用品等に

つきましては、来客用のほか職員用にも使用す

ることがあるのではないかということから、不

。適切な使途と分類をされたところでございます

以上が今回調査の結果の概要でございます。

私からの御報告は以上でございます。

財務福利課からは一般会○靍田財務福利課長

計補正予算について御説明を申し上げたいと思

。 、います 平成19年度９月補正歳出予算説明資料

ちょっと分厚い資料でございますけれども、こ

の説明資料をごらんいただきたいと思います。

財務福利課のインデックスのところ、ページで

申しますと101ページについて御説明申し上げた

いと思います。

今回の補正額は、一般会計で4,511万7,000円

の増額をお願いしているところでございます。

補正後の予算額につきましては、特別会計を合

わせまして82億3,932万1,000円となっておりま

す。

103ページをお願いいたしたいと思います。補

正の内容について御説明いたします。上から５

行目にございますように、高等学校等育英資金

貸与事業基金積立金に4,511万7,000円を計上し

ております。これは以前の日本育英会、現在の
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日本学生支援機構から事業を移管された奨学金

の交付額が当初の計画を超える決定がなされた

こと、さらにはまた、この交付金の基金運用利

息、この増額によるものでございます。財務福

利課からは以上でございます。

。○飛田学校政策課長 学校政策課でございます

今のお手元の冊子、19年度９月補正歳出予算説

明資料の105ページをお願いいたします。学校政

策課関係の補正予算について説明をさせていた

だきます。

今回の補正は、国の依託事業決定に伴うもの

で一般会計で480万5,000円の増額補正をお願い

いたしております。この結果、補正後の額は21

億7,562万4,000円となります。

補正の内容につきましては、めくっていただ

きまして次の107ページをお願いいたします。５

段目になりますが （事項）生徒健全育成費の問、

題を抱える子ども等の自立支援事業において、

不登校やいじめ、非行等問題行動に対応するた

め、どう効果的な取り組みをするかというよう

なことの調査研究事業を日南市と都農町に国か

ら委託することによるものでございます。御審

議のほどよろしくお願いします。

続きまして、次にお手元の文教警察企業常任

委員会資料のほうをお願いいたします。資料の

２ページをごらんください。議案第８号「教育

関係の公の施設に関する条例の一部を改正する

条例」についてでございます。

１の改正理由につきましては、西諸県地区総

合制専門高校の新設並びに小林工業高校及び小

林商業高校の閉校に伴い所要の改正を行うもの

でございます。

２の改正内容につきましては、別表第一に県

立小林秀峰高等学校を追加し、県立小林工業高

等学校及び小林商業高等学校を削除するもので

ございます。

少し、校名につきまして説明をさせていただ

きますが、校名につきましては、県民の皆様方

から公募させていただき、いただいた案をもと

に検討させていただきました。その結果、小林

秀峰高等学校が最も適当と考え、議案として上

程をさせていただいたところでございます。校

名の秀峰は、再編成する高原高校を含めた３校

におきまして、校歌、ＰＴＡ新聞、同窓会館、

校章、そういうものにそのデザインとか文字が

使われております。それで、その３校には非常

に愛着が深いものであるということが一つでご

ざいます。それから、西諸県地域のシンボル的

な山々であります霧島連山にちなんでいるとい

うこと、さらには、秀峰というのは、高くそび

え立つ美しい山という意味でございまして、理

、想の姿を求めるという新しい高校の名称として

最もふさわしいと考えたところでございます。

３番の施行予定につきましては、県立小林秀

峰高等学校の追加は、平成20年１月１日、県立

小林工業高校及び小林商業高校の削除は 平成22、

年４月１日を予定しております。また、平成23

年に再編予定の高原高校につきましては、閉校

を迎える平成24年度に議案を上程させていただ

きたいと考えております。

なお、３ページに新旧対照表をつけさせてい

ただきました。後ほどごらんいただけますとあ

りがたいと存じます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。

続きまして ４ページをお開きください 第31、 。

回全国高等学校総合文化祭島根大会の結果につ

いて報告をさせていただきます。高校総合文化

祭というのは、高校総体の文化部版の大会とお

考えいただくとありがたいと思います。

まず １の大会の概要ですが 平成19年７月29、 、
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日から８月２日まで 松江市を中心に演劇など18、

の部門で大会が行われました。全国の高校生の

参加者は約１万9,000人、本県からは264名の高

校生が参加いたしております。

２の本県入賞者についてでありますが、書道

部門で日南高校３年生の鬼束桃子さんと都城西

高校３年生の末原祐貴君が特別賞を受賞いたし

ました。また、将棋部門では宮崎商業高校１年

生の榎木幸平君が男子個人戦５位という優秀な

成績をおさめました。ほかにも上位入賞には至

らなかったんですが、10位とかそういう成績も

幾つかありました。このほか、吹奏楽とか合唱

。とかいう部門におきましては順位がつきません

そういう部門でも精いっぱいすばらしい発表を

してくれました。

なお、一番下に示しておりますように、本大

会は、平成22年に宮崎県で開催するということ

が内定しております。開催に向けて高校生の文

化部の育成とか大会の準備を進めているところ

であります。以上でございます。

スポーツ振興課関係○得能スポーツ振興課長

について御説明をいたします。歳出予算説明資

料のスポーツ振興課のインデックスのとこ

ろ、109ページでございます。一般会計で149

万9,000円の増額補正をお願いいたしておりま

す。これによりまして、補正後の予算額は右か

ら３列目でございますが、13億1,046万2,000円

。 。となります 以下事項別に御説明をいたします

111ページをお開きください （事項）社会体。

育指導費でございます。149万9,000円の増額補

正をお願いいたしております。財源はすべて国

庫支出金であります。

内容といたしましては、１の新規事業「総合

型地域スポーツクラブを核とした活力ある地域

づくり推進事業」でございます。事業名にござ

います総合型地域スポーツクラブについてでご

ざいますが、これは文部科学省が力を入れてい

る取り組みでございまして、単一の種目のクラ

、 、 、ブと違って 地域に住んでいるだれもが 年代

性別にかかわらず、興味・関心や競技レベルに

応じて気軽に参加ができるといった地域住民が

主役の新しいシステムのスポーツクラブであり

ます。本県におきましては、平成15年の宮崎市

の東大宮スポーツクラブを皮切りに、県内の５

市１町に10のクラブが設立されており、さらに

その他の市町におきましても、クラブ設立に向

けての機運が高まりつつある状況にあります。

今回の新規事業は、活力ある地域づくりを推進

するために、指定された課題の中から女性のス

ポーツ参加機会の向上を課題として選択をし、

既に設立されましたえびの市にあります一つの

クラブをモデルとして、スポーツ教室の開催や

地域住民への啓発活動などの取り組みを行うも

のでございます。この事業により当該クラブが

活発になるとともに、地域全体の活性化にもつ

ながるものと期待をいたしております。また、

その成果を他の地域やクラブに波及させていき

たいということも考えております。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

続きまして、報告事項を２件申し上げたいと

思います。平成19年度全国高等学校総合体育大

会、それから全国中学校体育大会の結果につい

てであります。常任委員会資料の５ページをお

開きください。

まず、佐賀県を中心に開催されました全国高

校総体の結果についてでございます。団体の結

、 、果は 新体操男子の小林工業高校の２位を初め

９競技10種目が入賞を果たしました。個人の結

果につきましても、資料に太字で示してありま

すとおり、柔道女子個人63キログラム級の宮崎
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商業高校の菊川優希さんと、卓球女子ダブルス

の日南学園高校の加藤亜理紗さんと天野友未さ

んのペアの優勝を初め、11競技延べ28種目で入

賞を果たしております。

次のページをごらんください。これらの結果

を過去の結果と比較いたしますと、一番上の表

に過去３カ年を含めた入賞数の推移を示してお

りますが、ここ数年でも最も多い入賞数になっ

ております。特に、個人は昨年度を12種目も上

回った結果が出ております。

次に、全国中学校体育大会の結果についてで

ございます。団体の結果は、資料に太字で示し

ております。サッカーの日章学園中学校の２年

連続優勝を初め、３競技４種目の入賞を果たし

ました。個人でも同じく太字で示しております

が、陸上競技女子800メートルでの三股中学校の

巣立美樹さんの優勝を初め、３競技延べ６種目

で入賞を果たしております。また、下のほうに

参考として掲載いたしておりますが、全国中学

校体育大会に準じる大会におきましても、空手

道男子団体組手の富田中学校の優勝を初め、２

競技３種目で入賞を果たしております。競技団

体が主催をいたします入賞数を加えますと、本

年度の入賞数は13種目ということになります。

過去の成績との比較をいたしますと、団体、個

人ともに飛躍的に伸びた昨年度に続いて多くの

入賞者を出しているところであります。これら

の結果は、指導者の熱心な指導によることはも

ちろんでありますが、県の施策として取り組ん

でおります競技力向上推進校の指定やトップア

スリート育成事業など、本県の少年競技力向上

への対策が着実に実を結んできているものとい

うふうに受けとめております。

次のページをごらんください。２件目は、大

分県で開催されました国民体育大会第27回九州

ブロック大会の結果でございます。

まず、夏季大会における九州各県の成績一覧

でございます。一覧表の丸数字は、九州ブロッ

クの通過順位を示しております。本県の成績を

見ていただきますと、番号２のサッカー少年男

子、４の山岳少年男子、５のカヌー成年男子カ

ナディアンシングル 成年女子スラロームカヤッ、

クシングルがそれぞれ九州１位での通過を果た

しましたが、夏季大会の合計では昨年度より１

競技１種目少ない４競技８種目においての代表

権獲得となっております。

次のページをごらんください。２ページにわ

、 。たりまして 秋季大会の成績を示しております

番号１のテニス成年男子や８のソフトテニス少

年男子、９の卓球成年男子、少年女子など５競

技６種目で優勝を果たし、番号３のボクシング

少年男子や５の新体操少年男子 ７のハンドボー、

ル少年女子、12のフェンシング成年女子など、

６競技７種目での準優勝がございました。

９ページの表の一番下に秋季大会の合計を示

しておりますが、昨年度より１競技４種目少な

い14競技23種目でブロック通過を果たし、本国

体の代表権を獲得いたしております。夏季大会

と秋季大会を合わせますと18競技31種目と、昨

年度よりブロック通過数を減らしましたが、内

容的には、優勝や準優勝などの上位通過が19種

目となっており、秋田国体での活躍は十分期待

されると考えおります。

本国体となります「秋田わか杉国体」は、９

月29日から10月９日まで秋田県で開催されるこ

とになっております。大会開催までわずかとな

りましたが、来週の25日に行います本県選手団

の結団壮行式では、大変お忙しい中に太田委員

長に激励をいただく予定になっております。本

県選手団がチーム宮崎とし気持ちを一つにし、
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持てる力を遺憾なく発揮してもらうために、私

たちも気持ちを引き締めて臨みたいというふう

に思っているところです。どうか御支援をよろ

しくお願いいたします。以上でございます。

それでは、執行部の説明が終了○太田委員長

しましたが、ちょうど昼になりましたので、こ

こで暫時休憩をいたしまして、再開を１時10分

からとしたいと思います。よろしくお願いいた

します。

午後12時５分休憩

午後１時10分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

午前中説明が終わりましたので、ただいまか

ら質疑を行います。最初に、議案についてであ

りますが、議員の皆さんから何か質疑ありませ

んでしょうか。

奨学金の関係ですが、私、内容を○福田委員

詳しく知らないもんですからちょっと教えてほ

しいんですが、せんだって、新聞報道で奨学金

―の未償還の金額がかなりの額になることが

大きい金額でしたね。ちょっと記憶していませ

んが、報じられておりましたが、本県ではどう

いう状況なんでしょうか。

今、お尋ねの奨学金の未○靍田財務福利課長

済の件ですけれども、本県もかなりたくさんの

額がございます。ちなみに ちょっとお待ち―

ください。失礼いたしました。平成18年度の段

階で未済額が7,667万2,000円余でございます。

大体7,660万程度の額が未済として残っておりま

す。

本県としては、奨学資金の貸し付○福田委員

けに対する未済額の比率というのは、比較的全

国基準よりか低いと、償還が非常に好調という

ふうに判断していいですか、その金額からは。

ええ、おっしゃった部分○靍田財務福利課長

については 本県はかなり償還率はいいほうじゃ、

ないかと、ちなみに、償還率は72.2％の償還率

ということになっておりますから、本県とすれ

ば、全国的にはいいほうじゃないかと思ってお

ります。

安心をいたしましたが、実は、報○福田委員

道の末尾に公的な資金を受けて学校を卒業し、

それぞれ立派な社会的な活躍をしている方が、

償還に応じないケースが多々あるということが

書かれていましてね。あえて質問いたしたんで

、 、すが これはそういう３割内外の方に対しても

そういう償還できないような事情がある方もい

らっしゃると思いますがね。もう少し詰めてい

けば、もっと償還率が上がっていくことが可能

ではないかと考えるんですが、今、督促等をさ

れた段階からどういう状況にございますかね、

。本県の場合は

修学支援担当というリー○靍田財務福利課長

ダーを中心に行っているところでございますけ

れども、特に、債権管理員、奨学金を取り立て

るといいますか、督促をお願いする３名の非常

勤の方々も雇って行っているところでございま

す。毎月定期的に償還関係もお願いしておりま

すし、そういう地道な活動を行っております。

それともう一点は、やはりどうしても逆の発

想が必要じゃないかということで、今年度新た

な事業展開を考えているところでございますけ

れども、というのは、奨学生その者が知らない

、 、段階で奨学金をもらっているという ですから

保護者のほうなりが申し込んで、そのまま保護

、 、 。者の口座に入ってしまう 特に 高校あたりは

、子供は高校から大学を卒業してそのままという

その段階でいきなり奨学金を返してくださいと
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いう文書が来ても、その奨学生その者がびっく

りするという状況等もございますので、今の段

階では、特に、進路指導の高等学校の先生等を

通じながら、地区での説明会、こういう育英会

の奨学金制度がありますよとか、保護者を交え

た中での 子供を含めたそういう説明会等を行っ、

て周知徹底を図っていると、そういうことでご

ざいます。以上でございます。

非常に大事な事業を展開されてお○福田委員

りまして安心をいたしましたが、やっぱり公的

な資金の援助を受けて学校を出してもらって社

会に巣立っていくわけですから、その御恩を忘

れないような教育もしてほしいと、このように

考えております。以上であります。

議案第８号に関連してでございま○米良委員

すが、総合性専門高校の新設ということと、そ

れから高校の再編成、統廃合ということ、２つ

照らし合わせて考えたときに、新しい専門高校

の新設もそうでありますけれども、やっぱり少

、 、 、子化という そういう時代背景があって 今後

本県の高等学校におけるそういう統廃合という

のも、顕著というとちょっと語弊があるかもし

れませんが、向こう10年間を見通したときです

ね、固有名称は結構でございますけれども、そ

、の間にやっぱり余儀なくされるであろう統廃合

県内でどのような推移をしていくのか、そこら

あたりをわかっておればお話しいただけますと

いいんですが。

私たちも非常に問題意識○飛田学校政策課長

を持っておりまして 現在は 今のところ平成15、 、

年に策定しました再編整備計画をきちっと進め

るということに全勢力を注いでおりまして、そ

れがこれから先５年先までを見通して計画をし

ております。24年までですね。その後につきま

しても不断の見直しが必要だと思っております

し、大きな再編整備計画そのものじゃない部分

でも、例えば、地区ごとの生徒数の増減等とか

あるいは産業構造によって学科を改編していく

とかいうこともやっております。具体的にそこ

から先をどうするかということは、まだ今、見

直しを不断にやっているという段階でありまし

て、展望を今申し上げらるようなものは持って

おりません。

同じ関連をしてでございますが、○米良委員

高校から大学に進学をしていく比率もだんだん

高くなってきておるわけですけれども、地元に

残ってそういう皆さんたちが就職をしていくと

いう、その背景を考えますと、知事が１万人雇

、 、用とかよく言っていますけれども 残念ながら

その工場誘致もなかなかままならないという背

景があるわけですけれども、そこらあたりと県

、 、教育委員会と 子供たちの就職の関係ですよね

それと今、言ったように、商工観光労働部が所

管をしている工場誘致の問題、それは非常に私

は不可分な関係にあると思うんですよ。そこら

、 。あたりを課長 議論をしたことはありませんか

、○飛田学校政策課長 まさにおっしゃるとおり

商工と我々も一緒にいろんな行事に参加させて

いただいておりますし、いろんな協議会を一緒

に持っております。例えば、再編整備をする場

、 、 、 、合にも 例えば 西諸でいいますと 工業高校

商業高校、それから農業に関する学科、福祉に

関する学科があるんですが、やっぱり地元の人

材を育てるという意味で、地元にそういう子供

たちが学べる場を残したいということで、生徒

数は減るけど活力があって、そういう子供が新

たな魅力があるというような視点で考えてきま

した。今、委員がおっしゃったような視点では

商工あたりともいろんなことをしますし、それ

から、例えば、商工会議所とかいろんな団体に
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も私どもが持っております会にも来ていただい

たり、産業教育審議会とかあるいはそういう地

区ごとのいろんな会議に来ていただいて、でき

るだけ職員もそういうことに触れたり、それか

ら子供たちにもそういう方々と手をとってイン

ターンシップをさせるとかで、そこでまた地元

の企業のよさを認識させたいということを一生

懸命取り組んでいるところでございます。

そこらあたりも力量をぜひひとつ○米良委員

発揮をしていただくように要望を申し上げたい

と思っております。

それから、秋季大会の九州ブロック大会の結

果をさっきお話をいただきましたが、かつて私

ども10年ぐらい前からでしょうか、競技力向上

なり、国民体育大会が開催されるたびに、しり

から数えて３番目 ４番目という長い歴史があっ、

たわけです。

きょう、お話を聞きますと、14競技23種目で

九州大会でかなりのいい結果を出したというこ

とでありますが、こういうものを踏まえて、こ

れからスポーツ振興課としては、さらに磨きを

かけるとすれば、どういうところに力を注いで

いかなきゃならんのかという、将来を見通した

ときのそういう取り組みということを御披瀝願

、 。うとありがたいと思ますけど どうでしょうか

非常にいろんな強化○得能スポーツ振興課長

をするためには要素があるわけですけれども、

１つは、選手の育成ということでいわゆる小中

高の一貫した指導体制、これをずっと取り組ん

でまいりまして、今回、先ほど御説明申し上げ

ましたけれども、高校総体のほうで、例えば、

カヌー競技あたりが非常に昨年よりもふえて、

９種目ぐらい入賞を果たしているわけでありま

す １つの例ですけれども これはこれまでずっ。 、

と取り組んできた、そういった生かしの体制、

連携による体制の一つの大きな成果ではないか

、なというふうに思っているところでありまして

地域によりましては、既に、そういった体制が

徐々にできつつある地域もございます。中学校

から高校にかけて指導者もお互いに交流を深め

ながら、地域一体となって公私の別を度外視し

て、一緒に子供たちを育て鍛えているといった

ようなことで、選手の育成については取り組ん

でいるところであります。

今後も、これについては引き続き取り組んで

いきたいと考えておりますし、また、何よりも

指導者の養成、資質を高めるということも非常

に大事な要素かというふうに考えているところ

なんですが、これにつきましても、指導者の数

にも限りが 特に学校の先生あたりを考えた―

ときに限りがございますので、その辺について

は、先ほど申し上げた中高一体となった指導者

の連携を図った指導、あるいは資質を高めるた

めに、中央のすばらしい成果を上げている指導

者のもとに、本県のほうから何名かずつ指導を

受けに行くといったような事業だとか、あるい

は県内にも、全国のすばらしい成果を上げられ

た、すばらしい指導者の方をお招きして、研修

会、講習会等を実施をしているという状況がご

ざいます。これらにつきましても、引き続き取

り組んでいきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。以上でございます。

そこで、その当時議論をしてきた○米良委員

ことは、やっぱり小中高一貫したそういう流れ

の中で、子供たちを育成するということも大事

でしょうけれども、その指導者たる先生がその

学校でどうその能力を発揮するかという、その

資質の問題だと、こう思っておりますが、やっ

ぱり50校 何校ですかね、高等学校は。満遍―

なく体育にすぐれたそういう先生たちをそろえ
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るというのも一概には無理なこともあると思い

ますけれどもね。今度、教育委員会が出された

教職員の人材育成プランの中では、そういうの

が明記してないんですよね。そこらあたりはど

こ辺で理解をすればいいんですかね。課長、わ

かれば教えていただけませんか。

人材育成プランの中では採○堀野教職員課長

用という項目がございますけれども、そういっ

たスポーツ指導についても重要な部分だという

ふうに考えております。採用につきましては、

平成９年度から採用試験の中で特別選考でス

ポーツ枠というのを設けております。これによ

りまして年次的に採用もしてきておりますし、

昨年度は、２名の方がこのスポーツ枠で採用に

なったということがございます。以上です。

、 、○米良委員 最後にしますが その枠がですよ

学校と学校の数、あるいは中学校の数からする

とね、案外、先生方がそういった専門職を発揮

していくような人材はおられましても、人員が

私は足りないんじゃないかなという気がしてな

らんのですよ。そこらあたりはどのようにこれ

から取り組まれますか。

そういった状況がご○得能スポーツ振興課長

ざいます。それで、今現在取り組んでおります

ことの一つに、地域にいらっしゃる指導者の

方々、こういった方々はすばらしい指導技術を

持っている方々もいらっしゃいますので、そう

いった方々には県内約200名ぐらい現在お願いを

して、各学校で主として技術指導になりますけ

れども、そういったことをお願いしていると、

それ以外にも、学校によりましては地域の方に

またお願いをして、もちろん顧問はいるわけで

すけれども、地域のそういったすばらしい指導

技術を学校のほうにも十分活用させていただき

たいと、そのような対策も今、とっているとこ

ろであります。

ほかにありませんか。議案のと○太田委員長

ころで、予算のところと公の施設に関するとこ

ろですが、予算に関連するものは……。

これは学校政策課ですね、408○宮原委員

万5,000円、不登校といじめということで、日南

。市と都農町のほうに委託ということでしたよね

これは特別日南と都農に何かこういった問題が

あってということなのかということをまず聞か

せてほしい。

実は、この事業は国費の○飛田学校政策課長

事業でありまして、今、委員が指摘された２つ

の市町だけが特別にということではございませ

。 、 、ん 実は 今年度からの国の事業でありまして

学校の相談体制を充実するためにカウンセラー

とか、いろんな手だてを打っているんですが、

それとはまた別の視点のものでした。それで、

全市町村に照会をかけまして、市町村が国に出

、す書類の作成等を私たちも支援いたしましたが

、 、最初は 国の枠がある程度限られておりまして

宮崎県がまず委託を受けることができました。

宮崎県と延岡市と宮崎市が採択をされまして、

実はそのときに、日南市と都農町も希望なさっ

たんですが、最初の第１回目の選定では漏れま

した。それで、追加募集がありましたもんです

、 、から 日南市と都農町とじっくり相談しまして

また計画をもう少し練り直して、今度出したら

採択をいただいたということでございます。以

上でございます。

今、話は大体わかりましたが、こ○宮原委員

ういった事業をいろんな形でやられるんだろう

、 、 。と思いますが これは単年度 １年なんですか

何年か、複数年のものなんですか。

２年間にわたる事業だと○飛田学校政策課長

いうふうに指定の条件についております。
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この金額を２つの市町、どうやっ○宮原委員

て割られるのかはあれなんですが、具体的には

どういうような形に使われるんでしょうか。

これは国と委託契約を結○飛田学校政策課長

ぶ段階で最初から指定がしてありまして、中身

としてはどんな使い方をするかといいますと、

自立支援指導員、実際にいろんな問題事例とか

の対応とか連絡調整をする人を配置する、それ

から組織的な対応をするために、いじめ・不登

校等総合支援運営協議会、今は市町村教育委員

会とか教育事務所がやっていますが、それをパ

ワーアップするような形 それから 何かがあっ。 、

た場合、非常に厳しい困難な事例があったとき

に、サポートチームを編成してすぐそれに対応

できる、そういうようなことを実践的に研究を

すると、研究委託事業ですので、そういうこと

が内容でございます。

いいですかね、議案については○太田委員長

いいですか。なければ、その他の報告事項とい

うことで、不適正な事務処理その他の報告につ

いてであります。

不適正な事務処理の調査結果を今○西村委員

いただきまして、もう既に出ています全庁調査

報告書とあわせて、非常に西臼杵支庁を中心と

。して五ヶ瀬中等教育学校また教育事務所ですね

この西臼杵に係る問題というのは、今回のいわ

ゆる裏金問題の中でも非常に核の部分だと思う

んですが、特に、教育予算云々ということは、

どうしても、子供たちのためと言われると非常

に追求しづらい部分はあるんですけれども、特

に、きょう説明にありました西臼杵支庁、五ヶ

瀬中等教育学校、また教育事務所のいわゆる不

適正な事務処理でつくったお金の移動があると

いう話があった中で、非常にこの額のやり取り

。 、 、が大きい また 直接は違うかもしれませんが

西臼杵支庁は５月31日の報告を出すまでに非常

にぎりぎりまでお金を移動していて残高はゼロ

という、非常に悪質なものを感じるわけです。

特に、中等教育学校、教育事務所に西臼杵支庁

よりお金が移動しているんですが、これは

「ちょっとお金がないからそっちから回してく

れ」とか 「こっちに余裕があるからそっちに回、

す」とかということは、だれが権限を持ってい

らっしゃったんでしょうか。

ただいまのお話にありました○梅原総務課長

ように、西臼杵地区におきましては所属が複数

挙がっておりますけれども、西臼杵教育事務所

の200万円、平成14年度に西臼杵支庁から受けま

した配分については、西臼杵支庁の預けの消化

のために西臼杵支庁のほうから消化を依頼され

たものでございます。

また、五ヶ瀬中等教育学校につきましては、

この200万円のうちの100万円について、西臼杵

教育事務所から中等教育学校に対しまして、消

化を依頼をされたものでございます。以上でご

ざいます。

それを渡す、渡さないというのは○西村委員

おのおの担当者がいらっしゃるでしょうが、そ

れはどなただったんでしょうか。

今回の預けの件につきまして○梅原総務課長

は、直接の担当者及びその上司となります総務

課長、ここが掌握をしておったということでご

ざいます。

今の説明によると、移動している○西村委員

のはもう本庁の方も知っていたということです

か。

ただいま申し上げました総務○梅原総務課長

課長というのは、教育事務所の総務課長でござ

いまして、出先限りでの話でございます。

今回、西臼杵支庁の額もそうであ○西村委員
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るし、最終的に残高をゼロにした経緯等、一番

焦点になっているわけですが、特に、最終預け

入れ日はことしの４月26日でありながら、もう

５月31日には残高がゼロになっていると、非常

にばたばたとお金を使ったようにしか感じられ

ないわけです。その中で教育事務所また五ヶ瀬

中等教育学校も、すごく関与しているように見

えてしようがないんですけれども、これ以上の

もの、今、話をいただいた100万円単位の移動以

外はなかったんでしょうか。

西臼杵地区におきましては、○梅原総務課長

ただいま申し上げた以上の配分に関する動きは

ございません。以上でございます。

五ヶ瀬中等教育学校の額も1,300万○西村委員

残高があって、使用総額も1,400万、どうしても

これだけの額を費やさないといけないような設

備の不十分というものがあったのか 逆に 1,400、 、

万残っているから欲しいものは何でも買ってし

まえということで費やしたのか、非常にそこは

大きいと思うんですが、もう恒常的にずっとも

うあれが欲しい これが欲しいと せっぱ詰まっ、 、

た状況だったんでしょうか。

五ヶ瀬中等教育学校の預けの○梅原総務課長

額についての経緯でございますけれども、実

は、14年度当初に1,300万円余の残高がございま

したが、この分につきましては、私どもの調査

では平成６年度の開校時から預けが行われてい

たということでございます。ただし、その13年

度以前の書類・帳簿等については、業者も破棄

をしておりまして、それで、代がわりのために

証拠書類がございませんので、事情聴取によら

ざるを得なかったわけでございますが、開校時

に今後の学校の充実強化を図るために、各所属

から協力をいただいたというふうなことでござ

います。ただ、当時、新しい学校の開校に当た

りまして、施設や備品等については十分な手当

、てがなされておったということでございまして

、 、主に当時は消耗品等に当てておった 要するに

生徒の使うプリントですとか そういったコピー、

用紙代ですとか、そういったものに当てられて

おったのが中心のようでございます。後年度に

なりまして、パソコンとかあるいはデジタルカ

メラですとか あるいは女子寮の放送設備といっ、

た一部備品等にも使用されておりますが、中心

。は消耗品であったというふうに聞いております

以上でございます。

ということは、本来ならきちんと○西村委員

予算計上して、こういうものが必要だというこ

とを正式な手続をとれば、十分に予算をつける

ことが可能であったものが、例えば、自分たち

にはもうこれだけのプールがあるわけだから、

そんな面倒くさいことをしなくても いざとなっ、

たらあれ使えばいいわというような、そういう

。意識の希薄さというのはなかったんでしょうか

預けがあるからといって、翌○梅原総務課長

年度の予算要求においてその分を減じて要求す

るといったようなことはなかったと思っており

ます。

最後に、今さらという部分もあり○西村委員

ますけれども、買われている物が非常に高価な

ものを購入しているわけですね。100万円以

上、200万円以上するような物もここに書いてあ

、 、りますとおり 非常に高価な物でありますから

そういうものを自分たちの裁量で使っていくと

いうのは非常に問題があると思いますし、もっ

と言えば、五ヶ瀬中等教育学校ばかりが、県も

特に重要視している学校でありますから、そう

いう意味であの学校だけは手厚いんだというよ

うな、逆にほかの学校から見たら、非常に不均

衡というか、不公平な感じも受けるわけです。
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今後もちろんこういうことが再発しないような

防止策は当然でしょうけれども、一度この西臼

杵地区というものは非常に悪いイメージが今回

ついていますから、再発防止にはぜひまた一段

と厳しい対応をお願いします。

西村委員に関連して、不適正な事○井上委員

務処理についてちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

私も、代表質問で大枠のところは取り上げま

したので、大枠のところは預けの実態もそれか

ら書き換えの実態も存じ上げているというふう

に理解していただいて結構だと思います。

それで、ただ非常に幾つか疑問が残るのは、

主たる使途ですよ、使っている内容ですよ。預

けをして 今、西村委員からも出ましたよう―

に、西臼杵支庁を中心にお金がそこからこっち

に行ったりあっちに行ったりしながら、本来の

予算の執行の仕方とは全く違ういろいろ形でお

金が動くということについては、これは本当に

あってはならないことだと言わざるを得ないと

思うんですよね。

それと、大体こういうものを買うときに、例

えば職場の皆さんに「今回、どういう物がほし

いですか」みたいなことを言って決めているの

。 、 、か そして 本来はこの決定権などというのは

「今回は五ヶ瀬中等教育学校の放送設備を買い

ましょう」などという、こういう決定権などと

いうのはどなたが持っていたということなんで

しょうか。

まず、物品の要求の職場内に○梅原総務課長

おける状況でございますけれども、ただいま委

員がおっしゃいましたように、職員からの要望

ですね 「こういった物品がなくなったので買っ、

てほしい」と、そういったものが庶務の担当者

のほうに申し出がございます。そういったもの

を受けまして、担当者のほうが支出関係の書類

を起案をいたしまして決裁をいたします。決裁

については所属長が決裁をいたしますので、最

終責任者は所属長ということになりますけれど

も、実際には、そういった物品の数量でありま

すとか、どういった品番といいますか、どの程

度の品物を入れるか、そういったものについて

は、総務の責任者となる総務課長、学校であり

ますと事務長が最終的に判断をするということ

になっておったと思います。

ですから、今回、私、代表質問で○井上委員

もちょっと申し上げましたけど、常態化してい

るということは、そこにいる人たちは、おおよ

そこのことについては知っていて 先ほどちょっ、

と県警のほうにもお話を聞いたんすけれども、

本来預けとして金があるものと、一般の財源の

分と合算してゼロにするなどという予算の使い

方ができるという状況がちょっと信じられない

んですよね、普通の感覚から言えば。帳簿上も

そうですし、予算の執行の仕方についてもそれ

は非常に問題があるのではないかというふうに

思うんですよね。例えば、職員の方の要望で、

これを買いましょうと、それで、そこに総務課

長と言われる方か事務長さんか、その方たちが

「いいですよ。買っていいですよ」というふう

、 、に決定権を持つということは それについては

本当にみんなが認知した上での予算のあり方で

あったというふうに、預けは裏金、余りにも透

明性のある不適正な処理だからですよね、だか

ら疑問がちょっと残るんですよね。それと金額

的にも高額であると。丸ごと預けてしまうとい

うことには非常な疑問点が残るわけですよね。

それで、この執行の仕方そのものが不適正で

あるという指摘すら起きなかった。大体放送設

備などを裏金で買うなどというのは、ちょっと
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考えられないですよね。こういう非常に大っぴ

らに生徒も使い、みんなも使う物が裏金で買わ

れるということがちょっと認識ができないんで

すよね。こういうものは絶対正規の予算で挙げ

ては通らないものなんですか。

今回の使途に挙げられており○梅原総務課長

ます備品、消耗品につきましては、本来の予算

で計上すれば すべて予算で賄えたものだと思っ、

ております。

しかしながら、今回、預けで対応したことに

ついては、やはり予算を上回る需要が生じた場

合ですとか、例えば、その放送設備につきまし

ては、本来予算の段階で審査を受けて、予算と

して計上すべきであったと思っております。以

上でございます。

本当に総務課長にはお気の毒なん○井上委員

ですが、こういうことを申し上げてですね。だ

から 本当はこの液晶プロジェクターの69万 70、 、

万近くの物ですよね。こういうものも、それか

ら本来は大っぴらに買ってもオーケーな物が

大っぴらには買えないという この感覚がちょっ、

と そのころ、そういうお仕事をしていらっ―

しゃった方たちが、その西臼杵支庁を中心にお

金の分け方も含めてそうですけれども、西臼杵

支庁のほうを向いていれば金が来るということ

なのか、ちょっと意味がこの辺がよく理解がで

きないわけですよね。それで、もちろん再発し

ないようにしていくということが重要で、コン

プライアンスも含めてそうなんでしょうけれど

も、この問題が学校現場で起きているというこ

、 。とも含めて 何となく違和感が残るんですよね

「五ヶ瀬中等教育学校が」とかと言われると、

「教育事務所が」とか言われると、ほかのとこ

ろよりももっともっと違和感が残ってしまうと

いうことがあるわけですよね。ですから、今の

総務課長を追及してもせんないことですけれど

も、余りにも責任が重たい、これはちょっと何

か正直に書いてあるがゆえにつらい、こっちの

追求するほうもですね。何かちょっとそういう

思いがしてならないんですけど。ちょっと総務

課長、今後、こういうことを再発させないため

にはどのようにお考えなのか、お聞かせくださ

い。

ただいまの御指摘にもありま○梅原総務課長

したように、今回の件につきましては、直接そ

の事務に携わった職員だけではなくて、やはり

その所属内に在籍をしておりました職員が何ら

かの形でやはりそういった不適正な事務処理が

なされておった、あるいはそういった金で物品

が入ってきたといったものについては、薄々の

認識というのはあったのではないかと思ってお

ります。したがいまして、これは逆に言います

と、本会議等でも答弁を申し上げておりますよ

うに、組織ぐるみの構造的な悪習であるという

ふうに考えざるを得ないと思っております。し

たがいまして、まず、今後、再発防止の対策を

立てるためには、職員のそうした意識を一人一

人が持って、とにかくチェックを受けない予算

の執行は、まずそこの時点でもう不適正である

といったような認識を十分持った上で、なおか

つ、職場全体でチェックをしていくといったよ

うな体制をつくっていくことが必要だと思って

おります。

本当に再三再四申し上げて気の毒○井上委員

なんですが、不適正な支出の具体的内容の中の

公務に関連した使途であるが、職場の親睦会等

で負担すべき内容の使途であると、この香典袋

とかそういうものはそうなのかなと、そこの職

場の人たちがどなたか亡くなったり、お祝いが

あったりしたとき使うものだから。でも、スポ
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ンジ たわし ティッシュペーパー これは買っ、 、 、

てやってくださいよ、本当に。やっぱりこうい

う本来細かいものかもしれないけど、必要な物

が必要であるとして買えないということが、何

か別の形でつくっといて、みんなでこれ使おう

かという大もとになる可能性というのはすごく

高いと思うんですよ。だって、学校でスポンジ

が本当に洗い場をこするのに必要なら、やっぱ

り必要な物は必要として、公に買っていくとい

うことが非常に大事だと思うんですよね。です

、 、から 今回の不適正な使用で一番よかったのは

私的流用があってどなたかが何か処罰を受ける

などということがないということがすごく私の

ほうはよかったと思っているわけですが、やは

り基本的に職場の中でそういう何となく こ―

んなスポンジ、たわし買ってください、こうい

う必要な物は。必要な物は必要として買って、

本当に透明性のある予算執行をしていくという

。 、ことが大事なんではないでしょうかね だから

今、総務課長に質問を集中して申しわけないけ

れども、やはり今後の予算の執行をしていくと

きの執行の仕方、それから財政課との関係，こ

れをきちんとしていただくように、必要な物は

必要としてきちんとするというふうにしていた

だけたらと私は要望しておきたいと思います。

私は、不適切な支出の使途じゃな○野辺委員

くて、原資というとおかしいんですが、そうい

うものを例えば五ヶ瀬中等教育学校なんかに消

化してくれと、やったほうに問題がある。その

もとの流用したというか、不適切な処理に回し

た金ですよね、需用費とかいろいろあると思う

んですが、その辺の調査はなされておるんです

かね、今回。

教育委員会におきましては、○梅原総務課長

他所属から配分を受けました所属は児湯教育事

務所と西臼杵教育事務所、五ヶ瀬は西臼杵教育

事務所を経由して配分をいただいております。

その配分のもともとの出所につきましては、担

当所管部局のほうの預けとして調査が行われて

いるところでございます。以上でございます。

だから、その預けとして、例えば○野辺委員

補正予算か何かで、正しく補正しておれば金、

残ってないはずですわ。どっかでごまかしてか

ら補正してなくて、残した金じゃないわけです

かね。ちょっと私、理解……。

入金といいますか、その金の○梅原総務課長

つくり方なんですけれども、支出をする際の書

類につきましては、正規の手続で、正規の書類

ですべて整備をされております。ただ、納品が

されなかったということでございまして、その

金額は業者のほうに預かってもらっているとい

う形でございますので、配分をしましたもとの

所属におきましても、書類上はすべて正規の手

続での書類が整備をされているものでございま

す。したがいまして、例えば、補正予算等の関

係でそれを操作していると、そういった形では

ないというふうに思っております。

私は６月議会で１回預けの問題を○福田委員

質問しまして、その後ずっといろんなマスコミ

の論調や記事を見ておったんですが、その中で

考えましたことは、官公庁においての裏金預け

という問題は、予算の単年度主義から来ておる

と、それからもう一つ、民間での裏金づくりは

税務対策、節税対策から来ているという記事を

読んだことがございました。今の野辺議員の質

疑に関連するわけでありますが、もっと早めに

同じ教育委員会関係なら関係で、出先の予算執

行状況、過不足を把握されて正規の手続で補正

手続を踏めば、こういう問題にならずに済んだ

わけでありますが、それをやらなかったと、そ
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れと予算の単年度主義から来ます自分たちが苦

労して一回確保した、議会の議決を受けた予算

は必ず使い切らないかんという、これはもう日

本全体の官公庁に根強く残っておる、それこそ

悪しき習慣だと思うわけでありますが、その辺

から来ているんですね。

私が心配しますことは、何年かに一回こうい

う問題が発生しているんです。私も、途中での

落選もありまして全部は見ていませんが、過去

も土木事務所関係で同じようなことがございま

した。これは何も正式には仕事をやっておりな

がら、繰り越し手続を、煩雑さのために正規に

事業が完了したようにして、そのお金を引き出

して、預けておくというような手法をとられま

したですね。それから、20年ぐらい前は東京都

で、ちょうど宮崎県の10倍の予算規模でありま

すから、驚くようなこういう問題が発生しまし

て、局長・部長クラスでは200万単位の弁済がな

されましたが、そういうことが至るところで起

こっておるんです。私が、今回、この裏金の問

題で救われたのは金券が入ってなかった。図書

券が１カ所でしたね。これだけはよかったなと

思ったんです。ほかのところを見ますと、図書

券、ＪＲの切符、航空券、都会ではタクシーは

金券になっていますよね 50円券 100円券 500。 、 、

円券、そういう問題。今、日本の金券ショップ

のいわゆるそういう図書券とか航空券とか、Ｊ

Ｒの切符、ビール券、タクシー金券、流れ込み

の源泉は残念ながら民間企業、そして官公庁、

、 。 、個人と言われているんですね 出先は だから

やっぱりこれは大きな問題だなと思っているん

です。幸い、宮崎県でそういう金券にまつわる

預け等が発生してなかった点は救いようがある

なというふうに考えたわけでございまして、ぜ

ひ、予算の単年度主義、煩わしいかもしれませ

んが、早めに、教育委員会なら教育委員会で確

保された予算を執行せいかんというお気持ちが

あって、また必要な物品等があれば、早めに全

出先機関の調査をされて調整、そして正式な手

続で執行するという方法をやってほしいと思い

ます。

今、中央官庁の予算をとるときに、一番可能

性の高い方法として、土木や農政関係では、年

度末に近づいてそういうことをやるんですね、

みんな手を挙げて全国から。例えば、東北で確

保された予算を宮崎県に持ってきて使う場合が

あるんですよ。正式の手続をとってですね。そ

れも可能なわけですから。県庁内部であります

から、正式な手続を踏んで、それをやってほし

いと、そのように今回の事件を通じて私は考え

ました。もう終わったことでありますから、こ

れから間違いないようにお願いを申し上げたい

と思います。以上です。

教育委員会としまして こういっ○高山教育長 、

た不適正な事務処理がなされたことにつきまし

ては、まことに残念でございます。今後、信頼

回復に向けまして職員の研修、服務規律の保持

等につきまして、再度職員の認識を図ってこの

ようなことが一切起こらないように、再発防止

に向けまして、県教育委員会としましても、最

善の対策を講じていきたいというふうに考えて

いますので御理解をいただきたいと思います。

いいでしょうかね。そういうこ○太田委員長

、とで新たな決意でということでもありますので

では、その他のその他でいきましょうか。

県内、県外視察等させていただい○長友委員

、 、 、て 本県の先生方の頑張りといいますか また

生徒の取り組む意欲というんですかね。非常に

感心をさせられたところであります。それで、

私が気になりました、ある西都の会社を訪問し
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たときに、それはいろんなメーカーが現物を設

計をしたのを一回実際につくってみるという会

社でございまして、それがきちんとできれば、

それを量産する会社に今度は持っていくという

ところですけれども、そこで使っているのがＣ

ＡＤ、ＣＡＭという、そういうＩＴに関する、

情処処理に関する機械でございますけれども、

宮崎県のそういう子供さんたちでも十分そうい

う能力があるかということを聞きましたら、あ

るんだと、十分対応できますよと、だから、本

当にいろんな企業誘致というのが本県では問題

になっているわけですけれども、やっぱり企業

が来るにしても、まず人材がいるかどうかとい

う部分というのは非常に大きな要素になってく

ると思うんですね。そういう話をしたところ、

「大丈夫ですよ」という話がありました。した

がって、そのほかに、これはそういう技術系に

かかわらず、今から先というのは情報処理能力

というのはあらゆる分野で、非常にそういう能

力がどこまで養成されているかというのは、文

系であろうと理系であろうと物すごく大事なこ

とになってくると思うんですよ。だから、そう

いう話を聞いたとき安心したんですけれども、

本県の情報処理能力に対する教育のレベルとい

うか、全国的に大体どれぐらいでいっていると

いうふうに思っていらっしゃるか、そのあたり

がわかればちょっと教えてください。

非常にいろんなことを聞○飛田学校政策課長

いていただいて、本県の教育のよさを見ていた

だいて本当にありがたいと思います。情報教育

が全国の中でどれぐらいのレベルに行っている

かというのは非常に質的なことをお答えするの

は難しいことですが、例えば、幾つかそれに関

することをお答えさせていただきます。

かつて、例えば特に産業の話だと今、思うん

ですけど、産業教育で使っているパソコンとい

うのは買い取り方式で１回買い取ると６年とか

７年更新できないという状況でした。それを全

、部更新ができるようにリースで予算措置をして

財務福利課のほうがこれ直接の所管ですけど、

そういう手だてをして、できるだけ新しいもの

を子供たちの教育に使っていくということを

やっていますし、それから、もう一つは、それ

を指導する職員をどう指導するか、先生方の研

修をどうするかということで、企業等への派遣

。 、研修等もさせておるところでございます また

そういう相乗効果があって、情報処理関係の資

格取得なんかについても、かなり学校は一生懸

。 、命やっていると認識をしております 今後とも

そういうことは奨励をしていきたいと考えてお

ります。

したがって、そういう情報処理に○長友委員

関する課とか、あるいはそういう科目を取り入

れるところもあると思うんですけれども、さら

に、普通科教育なんかをやっているところあた

りでもそういう機会がふえるといいますか、そ

してまた、本当に少しでも高い能力を養成して

いくというか、これは本当に今後の時代を生き

ていく上で、その人材が県内にとどまろうと県

外に出ていこうと、物すごく大事なことになる

と思うんですね。

アイスランドという国が、非常にへんぴなと

ころで産業的にも成り立たない、かつて一回僕

は行ったことがあるんですけども、そこがＩＴ

国家になったということで、すごい能力をもっ

ているんですね。だから、距離とかあるいは地

理的に不利な条件とか、そういうものをクリア

できるとしたら、僕は、その情報処理能力とい

うか、これは物すごく大事になろうかと思いま

す。したがって、宮崎県の教育の中に、そうい
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う部分というのをできる限りやっぱり取り入れ

てもらいたいなと、そのためには今、おっしゃ

いました指導者の能力の問題というのも入って

まいりましたので、先生問わず、そういう指導

者問わず、本当にひとつ本県の教育にこの情報

処理というのを何とかもうちょっと位置づけて

いただきたいなと、これは要望しておきたいと

思います。

長友委員とくしくも同じような意○井上委員

見をちょうど言おうとしていたところなんです

けど、私も認識不足があったと、本当に自分で

反省しているんですけど、今回調査に行かせて

いただいた学校は、本当に改めて宮崎の教育者

の皆さんが頑張っているということを認識させ

ていただいた、いい調査をさせていただきまし

た。そして、そこで指導されている先生を含め

て、学校長が学校に本当に自信を持っているわ

けですよね。職業系で言えば農業高校となって

いるけれども、もっと違う、ある意味ではもっ

、と幅広い形での学校としてのありようというか

形が見えつつあるぐらいなんですよね。今回秀

峰高校というのができましたけれども、一方で

は、何かに特化しないでもいいぐらいの、学校

名をつけてもいいというぐらいのところが幾つ

も今回行かしていただいたところで、もう、校

名変えられてもっと違う意味で幅の広い、もっ

と子供たちが来やすいような学校にされてはい

かがでしょうかねと言いたくなるような学校と

いうのが多かったんですね。それで改めて宮崎

の教育が頑張ってきたことのあかしみたいのを

今回調査に行かしていただいて、それを実感し

たところです。

私がお聞きしたいのは、県外では筑波大附属

。の中高一貫校に行かしていただいたんですよね

そこに行きましたときに、校舎そのものは汚い

んです。古いんです。ところがあそこで学んで

いる人たち、それから教育しているほうの側は

すごいステータスを持っている学校なんですよ

ね。決して授業時間というか、それから自分で

勉強している時間なんてそんなに長くはないん

です かえって文化祭にとっている時間が長かっ。

たり、それからクラスマッチにとっている時間

が長かったり、合唱コンクールにとっている時

間が長かったりしているんですね。ただ、多分

集中力が違うんだろうなというふうに思うんで

す。

それともう一つ、私は、ぜひ、宮崎でもこう

なっていけるといいなと思ったのは、教師が別

に職員室にがばっとみんなが集まって何だかん

だしてなくて、それぞれに一人ずつ先生たちが

お部屋を持っているそうです。だから、大学の

。教授並みのそういう扱いをされているんですね

ですから、ＤＮＡならＤＮＡだけを教えるよう

な先生がいらっしゃる。いわゆる専科のという

か、専門の先生が非常に多くて、その先生方が

教えているという状態でした。地方の教育がそ

れほど金がかけられるかというと、金は絶対に

かけられないだろうなと思うんですよね。です

けど、やはりその方向に向かって、できたらそ

の先生が幾つものことをしながら教育をすると

いうことじゃなく、自分が本来持っている専門

、の教科をしっかりと教えることができるような

そういう体制づくりというか、環境整備という

、 、 、か それと 先生の人員をふやしていくだとか

含めて、そういうことに少し努力をしていただ

けたらなというふうに思った次第です。

ですから、私は、県議会議員であり続ける限

り、そのことについて支援したいなというふう

に思いますし、それから、今、宮崎県が目指し

ている中高一貫校、それから小中校の一貫校含
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めて目標を高く持っていただいて、その辺の教

育的ステータスの高い学校になっていただけた

らと改めて思った次第です。それで、学校政策

課長と教育長に改めてその思いみたいなのをお

聞かせいただきたいというふうに思います。

本当にありがたいと思っ○飛田学校政策課長

て今、聞かせていただきました。同じような思

いを持っております。それで、例えば、宮崎西

高校の附属中学校をつくったときに、単なる学

校に終わらせるんじゃなくて、こんなことを言

うと適当かどうか分かりませんが、隣近所の子

供がノーベル賞をもらうというような学校にし

たいということを思ってきました。

それから、産業教育においてもロボットコン

テスト等で宮崎県の子供たちはかなりいい成績

をおさめております。それはさっき委員がおっ

しゃったように、そういう情熱を持った教師が

おって 最先端の技術を学ぼうという教師がおっ、

てのことで、私たちは全力を挙げて、そういう

、頑張っている先生たちを支援をしていきたいと

そして、それが子供たちにいい影響を与えて、

未来の夢を語れるような子供たちを育てたいと

思っております。ありがとうございます。

子供たちの確かな学力を身につ○高山教育長

けるためには、やっぱり教師の指導力が大きな

かぎとなると私は考えています。こういった観

点からことしの３月に人材育成プランをつくり

まして、こういった中で優秀な人材の確保、さ

らには教師の能力を十分発揮できる研修システ

ムとか環境づくりにつきまして今後、努力をし

ていきたいというふうに考えております。

さらに、ことしの４月に西高附中を創設いた

しましたけれども、これにつきましては、言わ

れましたとおり、我が国の科学技術立国を支え

まして、理系の分野を重点的に指導しながら、

将来本県や我が国をリードしていくような人材

を育てていきたいという観点から西校の附中も

つくったわけでございまして、今後とも、そう

いった方向で県教育委員会は頑張っていきたい

というふうに考えております。以上です。

その他ですけど、先ほど３つの高○福田委員

校が１つになることのお話がありましたが、実

は宮崎県の人口は宮崎県の中央部にずっと集中

しまして、恐らく近い将来といいますか、数え

るうちに半分以上がこのあたりに集中すると思

うんですが、その場合、県内の高等学校、かな

りスクラップ・アンド・ビルドで再編統合を進

めておられますが、この前、ある会合で私立学

校の関係者にお会いしましたら、宮崎県の場合

は 公立と私立の比率の紳士協定 行政が加わっ、 、

たね、これに守られて何とかやっていっている

んですよというお話がありました。そこでふと

考えたんですが、中央部はもちろん断トツ高校

の入学者が多いわけですが、これはもうずっと

同じような協定が今からも生きていくわけです

か、公私の。これは教育委員会と総務両方にま

たがる案件でありますが、ちょっとお聞きした

いんですが。

今後のことについて、十○飛田学校政策課長

、分協議をしているということはございませんが

現状を御報告をさせていただこうと思っている

んですが 実は 最終的に県立学校を何校つくっ、 、

ていってどうするかというのは、先ほどみたい

な形で公の施設の条例で最終決定はさせていた

だきます。ただ、定員等につきましては、教育

委員会で最終決定をするんですが、その前に、

委員がおっしゃいましたとおりに、全体的に活

力がある形でということで、私立学校の代表と

公立学校の代表、太田委員長にも入っていただ

くんですが、公私立高等学校教育協議会という
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ようなものを毎年開きまして、おおよその方向

性の協議をさせていただいているところが状況

でございます。

実は、従前は定員を７対３という割合でずっ

と来ておりまして、ここ４、５年ですが、15年

からだったと思いますが、公立学校は進学予定

者のおおむね７割を定員とすると、私立学校は

前年度の枠内で私立学校なりに対応するという

ことで、ここ数年調整をしてきております。そ

ういう状況でございます。

そうしますと、この人口集中地域○福田委員

の県央部においては、私立学校も多いわけです

わね。７・３の申し合わせ、紳士協定に基づい

てなかなか公立希望者は入っていけないと、こ

ういうことになりますわね。

実は、定員につきまして○飛田学校政策課長

は、子供たちが地区ごとにどれぐらい進学予定

者がいるかというところまで考えてやっており

ます。ですから、地域によってそう大きな定員

のアンバランスができるだけないように、しか

もそれぞれの地域で先ほど言いました３つの学

校を一緒にしながらも活力があるように、魅力

があるようにというようなことをいろいろトー

タルで総合的に配慮しながら今、対応している

ところでございます。

東京の場合は、私学が極めて御父○福田委員

兄の希望が多いですからいいんですけど、宮崎

県においてやっぱり公立志向が高いもんですか

ら、特に県央部、私立学校がひしめいておりま

すから、その生徒数の確保のために、県立の枠

の拡大については、施設が余ろうとも先生が余

ろうとも、なかなか難しい時期が来るんではな

いかという心配をしているんです。これはやっ

ぱり足かせがあるんですよね。いろんな１回の

申し合わせというのは、これは簡単に破棄でき

ないですからね。その辺も配慮しながらこれか

らの統廃合を進めてほしいと思います。要望で

す。

内容が外れるかもしれません○河野副委員長

、 。けど 宮崎市が２学期制をとっておりますよね

もう何年ですか、もうよい面、悪い面が教育委

員会のほうから見て何かあるでしょうか。出た

でしょうか。

２学期制、３学期制、そ○飛田学校政策課長

れぞれよさがあると思います。私どもが直接所

管をしておりますのは、県立高等学校でござい

ますが、例えば、就職試験の試験開始が９月15

。日というのが例年のスタートラインなんですね

そうすると、県立高校であったら前期のほうに

ある関連科目をまとめておいて、効率的にする

ことによって子供たちがうまく動けるとか、そ

ういうことがございます。

それで、県立高校の場合につきましては、そ

ういうことを十分配慮しながら２学期制をとら

せていただいて、前半の時間割、１学期といい

ますか、前学期といいますかね、の時間割と後

学期の時間割をかえたりしているようなことも

。 、 、あります ですから どちらにしてもメリット

デメリットはございますので、そこを適宜判断

しながら、メリットは生かし、デメリットはで

きるだけ解消するような方向で子供たちの幸せ

になるように対応しているのがベストだと思っ

ております。

なぜ、そういうことを聞くか○河野副委員長

というと、私、清武町なんですよ。今、合併協

議会に入ろうとしておるわけなんですよ。今の

。ＰＴＡが物すごく反対しているわけなんですよ

、宮崎市に合併したら２学期制になるんだろうと

大体２学期制を嫌っているような感じがするわ

、 。けですからお聞きしたんですが わかりました
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いいですか。ほかにありません○太田委員長

ですね。

それでは、以上をもって教育委員会を終了い

たします。執行部の部の皆さん、大変御苦労様

でございました。

それでは、暫時休憩いたします。

午後２時12分休憩

午後２時15分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

局長並びに関係課長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

それでは、説明に入らせてい○日髙企業局長

ただきます。

本日は、企業局の関係は、提出議案関係が２

、 。件 それからその他報告事項が２件ございます

お手元に文教警察企業常任委員会資料というの

をお配りいたしておりますが、その目次をお開

きいただきたいと思います。

目次のところでございますが、１の提出議案

関係が、議案第６号「単純な労務に雇用される

職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一

部を改正する条例 、議案第14号「平成18年度公」

営企業会計決算の認定について」の２件でござ

います。

それから、その下の２でございますが、その

他の報告事項でございます 「台風４号及び５号。

による被害状況について」と、それから「太陽

光発電システムの導入にかかるＮＥＤＯの補助

について」の２件でございます。

委員会資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。提出議案関係でございますが、ま

ず、議案第６号の「単純な労務に雇用される職

員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部

を改正する条例」でございます。これは雇用保

険法等の一部改正に伴いまして、企業職員の給

与の種類及び基準を定める条例につきまして、

所要の改正を行うものでございます。本条例に

つきましては、知事部局、病院局及び企業局の

３部局の条例改正案が一本にまとめられており

まして、議案につきましては、総務政策常任委

員会に付託をされております。なお、詳細につ

きましては、後ほど総務課長の方から説明をさ

せていただきます。

次に、委員会資料の４ページをお願いいたし

ます。議案第14号「平成18年度公営企業会計決

算の認定について」でございます。これは地方

公営企業法第30条第４項の規定によりまして、

平成18年度の宮崎県公営企業会計の電気事業、

工業用水道事業、地域振興事業の決算につきま

して認定をお願いするものでございます。本議

案につきましては、本議会終了後に予定されて

おります本委員会におきまして御審議をいただ

くということでございますので、本日は決算の

概要といたしまして、事業実績と収支の状況に

つきまして御説明をさせていただきたいと思い

ます。

まず、１の電気事業会計についてでございま

す。

（１）の事業実績でございますが、18年度の

供給電力量の実績（Ｂ）欄のところでございま

すが、５億669万5,000キロワットアワーという

ことになりまして、その右のほうでございます

が、目標に対する達成率で96.8％ということに

なりました。これは過去30年の平均雨量に対し

まして、平成18年度の雨量が91.8％ということ

になったためで、100％を切っているということ
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でございます。また、前年度対比で152％という

ことで大幅に伸びておりますが、17年度の場合

には、これは台風14号の大きな被害があった年

、 、ではございますけれども 年間雨量で見ますと

平年の83％ということで、非常に少なく、した

がって、電力供給量も少なくなりまして、３

億3,328万キロワットアワーということになって

少なかったということでございます。その下の

電力料金収入は、実績が46億8,796万8,000円と

いうことになりまして、目標に対する達成率

で100.9％、前年度対比で98.9％ということに

なっております。なお、供給電力量の達成率

が96.8％なのに対しまして、電力料金収入の達

成率が100.9％というふうになっておりますが、

これは電力料金の改定を、目標設定する段階に

おきましては前年度の5.7％減ということで見込

んでおったところでありますが、実際は4.5％の

減ということに契約更改となったところによる

ものでございます。

次に 下の表の ２ 決算額でありますが 18、 （ ） 、

年度 Ａ の欄であります 事業収益が51億1,152（ ） 。

万1,000円、事業費が42億5,497万6,000円という

ことになっております。その結果、純利益が８

億5,654万5,000円と前年度に比べまして右側の

増減（Ａ）－（Ｂ）の欄でございますが、金額

にいたしまして１億2,441万円の増ということに

なったところでございます。内訳でございます

が、事業収益は前年度に比べまして１億3,200万

円ほど減少いたしておりますが、これは料金改

定によります電力料金収入の減少等の影響によ

るものでございます。また、事業費は前年度と

比べまして２億5,600万円余りの減少ということ

になっておりますが、これは人件費などの費用

削減に努めた結果でございます。

５ページをお願いいたします。工業用水道事

業会計でございます。

（１）の事業実績でありますが、基本使用水

量の実績が、これも18年度の（Ｂ）の欄でござ

いますが、4,546万3,000立米ということで、達

成率で99.9％、前年度対比で100.2％、それから

２行目のところにございます常時使用水量、こ

れは実績が1,437万3,000立米で、目標に達する

達成率で99.7％、前年度対比で97.3％というこ

とになっております。また、その下の給水料金

収入でございますが、実績が３億3,615万6,000

円、達成率で99.9％と、前年度対比99.6％とい

うことになっております。

次に その下の ２ の決算額でございます 18、 （ ） 。

年度の事業収益は４億56万2,000円、事業費が２

億7,036万円となっておりまして、その結果、純

利益が１億3,020万2,000円ということになって

おります。前年度との比較でありますが、これ

も（Ａ）－（Ｂ）のところでございますけれど

も、事業収益が5,164万9,000円減少いたしてお

りますが、これは災害復旧工事に伴います国庫

補助金収入が前年度に比べて5,700万円ほど減少

したことによるものでございます。また、事業

費が２億600万円ほど減少しておりますが、これ

は人件費の削減とか、あるいは昨年度は台風災

害がなかったことなどから 修繕費が大幅に減っ、

たことによるものでございます。その結果とし

まして、純利益は前年度に比べて１億5,400万円

余りの増ということになっております。なお、

この資料には書いてございませんけれども、平

成17年度末に累積欠損金が4,302万9,000円あっ

たわけでございますが、これが18年度で解消を

いたしたところでございます。

６ページをお願いいたします。地域振興事業

会計についてでございます 一ツ瀬川県民スポー。

ツレクリエーション施設につきましては 平成18、
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年度から指定管理者制度を導入いたしまして、

財団法人の一ツ瀬川県民スポーツセンターが、

指定管理者といたしまして、施設の管理運営を

行っておるところでございます。

まず （１）事業実績のところのゴルフ場利用、

者数でございますが、実績が３万8,520人という

ことになりまして、目標に対する達成率で110.1

％、前年度対比では107.1％ということになって

おります。これは指定管理者がいろいろ特別料

金を設定したり、あるいは主催コンペを充実す

るなど誘客対策を行ったことによりますほか、

また台風等の災害被害が18年度は少なかったと

いうことなどによるものでございます。その下

の施設利用収入は2,640万1,000円で、達成率

が105.6％ということになっております。

なお、右側の17年度実績のところで（Ｃ）と

いうところの欄でございますが、利用料金収入

が9,365万円というふうになっておりまして、18

年度よりも高くなっておりますが、これは備考

欄のところに書いてございますように、17年度

までは直営、企業局が直接やっておりましたの

で、ゴルフ場の利用料金収入すべて企業局の収

入として受け入れておりましたので、こうい

う9,365万円の収入というふうになっておりま

す。18年度からはゴルフ場の利用料金は、まず

、指定管理者であります財団のほうで受け入れて

そのうち必要経費を除いた一定額を企業局に納

入すると、そういう利用料金方式ということを

とることになりましたので、18年度の分は2,640

万1,000円というふうに少なくなったところでご

ざいます。

それから （２）の決算額でございますが、事、

業収益が3,742万7,000円 事業費が2,971万2,000、

円、その結果、771万5,000円の純利益というこ

とになりまして、２年連続して黒字ということ

になったところでございます。17年度との比較

につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、17年度は直営でございまして、事業収益、

事業費の金額が大きくなっております。18年度

と算定法が異なりますので、説明のほうは省略

させていただきます。

それから、一番下にございますが、過去５カ

年の利用者数の推移でございます。特に、65歳

以上の利用者あるいは女性の利用者がふえてき

ておりまして、当ゴルフ場は、高齢者の健康増

進等にも寄与しているというところでございま

。 。す 議案の第14号については以上でございます

次に、7ページでございますが、その他の報告

事項といたしまして、台風４号及び５号による

被害状況でございます。

ことしは７月に台風４号、それから８月に台

風５号ということで、相次ぐ台風災害に本県が

見舞われたところでございますが、私ども企業

局の施設におきましても、１のところに書いて

ございますように、総額で４億5,700万円の被害

を受けたところでございます。特に、県北地域

におきましては、８月２日でございましたが、

台風５号に伴います記録的な集中豪雨に見舞わ

、 。れまして 祝子川が大幅に増水をいたしました

そのため、上祝子発電所におきましては、河川

のほうからあふれた濁流が発電所内に流入いた

しまして、発電機等の主要機器が冠水をいたし

たために、当日発電を停止をいたしました。機

、器等の補修を実施する必要が生じましたために

現在発電を行うことができない状態というふう

になっております。現在、早期の復旧に向けて

努力をしているところでございます。被害の詳

細につきましては、後ほど工務課長のほうから

説明をさせていただきたいと思います。

それから、９ページをお願いいたします。最
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後になりますが、太陽光発電システムの導入に

かかるＮＥＤＯの補助についてということでご

ざいます。さきの６月県議会で御承認をいただ

、 、きました太陽光発電につきましては ＮＥＤＯ

一番下のほうに米印で書いてございますが、独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構でございますが、ここに補助の申請を行って

おったわけでございますが、去る９月10日に通

知がございまして、残念ながら、その結果、不

採択ということになりました。不採択の理由は

２のところに書いてございますが 「設置場所地、

域内（市区町村内）に複数の提案があり、他の

提案より機械装置などにおける単価が高かった

」 、 、ため というふうになっておりまして つまり

宮崎市内で単価の関係で他の箇所が優先された

ということでございます。

その下の（２）参考といたしまして、ＮＥＤ

、Ｏの補助金の採択状況を記載してございますが

今年度は採択件数が全体で275件ということに

なっておりまして、昨年度が675件でございまし

て、これに比較して半分以下ということで、競

争率が非常に高くなったことも影響したものと

受けとめているところでございます。県内の採

択件数は７件でございましたが、本県と同じシ

ステムが５件、そのうち、宮崎市に３件ござい

ました。補助金の申請に当たりましては、ＮＥ

ＤＯの情報もいろいろ得ながら建設単価を引き

下げをいたしますともに、私もＮＥＤＯのほう

に直接出向きまして、採択の要望をお願いした

ところでございますが、このような結果になっ

たところでございます。

この事業につきましては、国の補助申請に当

たって、予算計上が前提ということになってお

りましたので、補助金申請の前に予算措置をせ

ざるを得なかったわけでございますが、議会で

御承認をいただいたにもかかわらず、このよう

な結果になりまして、大変申しわけなく思って

いるところでございます。

今後でございますが、本事業につきまして、

国の補助がないということになりますと、設置

費7,000万円すべてが局負担ということになりま

すので、今年度の事業の実施は見送らざるを得

ないというふうに思っておるところでございま

す。私からの説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いをいたします。

委員会資料の１ページにお戻○岡田総務課長

りいただきたいと思います。

議案第６号「単純な労務に雇用される職員の

給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改

正する条例」でございます。

改正の理由でございます。第１のところでご

ざいますが、雇用保険法等の一部改正に伴いま

して、企業職員の給与の種類及び基準を定める

条例について所要の改正を行う必要があるため

でございます。

第２の改正の内容でございますが、１つ目は

雇用保険法の一部改正に伴いまして、雇用保険

の受給資格要件が「６月以上」から「原則12月

以上」に見直されたため、雇用保険と同様の趣

旨であります企業局職員の失業者の退職手当に

つきまして、その受給資格要件を雇用保険と同

様にするものであります。公務員は雇用保険法

の対象外となっておりまして、雇用保険法と同

様の内容を条例で定めておりまして、その改正

を行うものでございます。

２つ目は、地方公務員の育児休業等に関する

法律の一部改正に伴いまして、部分休業の対象

となります子供の年齢が「３歳」から「小学校

就学の始期に達するまで」に引き上げられまし

たことによりまして、企業局職員についても同
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様の措置を講ずるため、規定の整備を行うもの

でございます。

施行の期日でございますが、平成19年10月１

日を予定しております。

委員会資料の２ページをお開きください。

２ページのところの右端、企業職員の給与の

種類及び基準を定める条例でございますが、２

ページのほうが雇用保険と同様の趣旨である失

業者の退職手当の規定でございます。罫線部分

が改正内容でございます。右のページが部分休

業の規定でございます。後ほどごらんいただき

たいと思いますが、私からの説明は以上でござ

います。

続きまして、台風４号及び５○郷田工務課長

号による被害状況についてであります。資料の

７ページをごらんください。

まず、１の企業局の被害総額でありますが、

４億5,700万円に上るものと見込んでおります。

次に、その被害の内訳でありますが （１）の、

。台風４号による被害のところをごらんください

企業局では、県土整備部が維持管理をしており

ます多目的ダムに要する費用つきましては、共

同事業者として応分の負担をしているところで

ありますが、７月の４号台風の襲来に伴い、渡

川ダムの貯水池内に大量に貯留しました流木の

除去の費用に当てますために、1,700万円の費用

の負担を見込んでおります。また、地域振興事

業の一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施

設において、一ツ瀬川の増水によりゴルフ場が

冠水し、コースに土砂等が流入堆積しましたこ

とから８日間営業停止となったところです。被

害額としては、土砂除去等の施設の復旧に要す

る費用100万円であります。以上のとおり、台風

４号による企業局の被害総額は、概算で1,800万

円と見込んでおります。

次に （２）の台風５号による被害であります、

が、８月初めの台風５号の襲来に伴う県北地域

における記録的な集中豪雨によりまして、祝子

川水系の発電所施設を中心に、大きな被害が生

じております。表の「被害発生施設」のところ

をごらんください。上祝子発電所、祝子発電所

ほか２施設、多目的ダム（２ダム）の合計６施

設に被害が発生しております。その中で上祝子

発電所が概算被害額で４億1,600万円となり、被

害が一番大きくなっております。被害状況であ

りますが、発電機等の冠水等により上祝子発電

所では発電を行うことができなくなっておりま

す。企業局としましては、早期の発電再開を図

る必要がありますことから、現在、年度内の復

旧を目指して、鋭意作業を進めているところで

あります。また、祝子発電所ほか２施設につき

、 、ましても 年度内の復旧を目指しておりますが

。発電につきましては支障のない状況であります

多目的ダムの負担金につきましては、貯水池内

の流木除去等の費用として祝子ダム及び松尾ダ

ムの２ダムで合計900万円を見込んでおります。

以上のとおり、台風５号による企業局の被害総

額は４億3,900万円に上るものと見込んでおりま

す。

次に、８ページをごらんください。上の写真

は、延岡市北川町にある上祝子発電所の内部が

冠水をいたしたときの被災状況写真でございま

す。写真では設置されております発電機が一部

見えておりますが、ピーク時には水色の点線で

水位を示しておりますように、完全に水没をし

ていたことが確認されております。

下の写真は、上祝子発電所の上流にあります

取水口の被災状況の写真であります。黄色の点

線で表示している部分になりますが、取水口擁

壁の一部の流出と市道橋が流出している状況で
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ございます。

最後になりますが、現在、職員一丸となりま

して、全力で施設の復旧に当たっているところ

でありまして、今後とも、施設の円滑な運用に

努めてまいりたいと存じます。説明は以上であ

ります。

それでは、執行部の説明が終了○太田委員長

しました。まず、議案第14号についての質疑で

すが、冒頭に申し上げましたとおり、既に継続

審査が決定しておりますので、今回、特に必要

のある事項についてのみ質疑をお願いいたしま

す。

それと、議案第６号も含めて皆さんの質疑が

ありましたらどうぞお願いいたします。

議案の関係はいいでしょうか。

この電気事業の17年度の供給電力○野辺委員

量３億3,328万キロワットアワーの電力収入が47

億余り、18年度の電力量からすると、何でこん

なに違うんですかね。4.何％は余り違い過ぎ

る……。

まず、供給電力量がこれは３○岡田総務課長

億3,328万キロワットアワーとなっておりまし

て、これは減少いたしました。減少した理由は

また申し上げますが 先ほど局長のほうから―

御説明ありましたが、その割には電力料金が47

億と、18年度の実績より高いではないかと、こ

ういう御質問でございますが、先ほど御説明に

あったかと思いますが、電力料金につきまして

は、２年間ごとに改定をされておりまして、ま

ず18、19が料金改定の年でございます。そし

て16、17がまた料金改定という形で料金が17年

度と18年度は変わっておりまして 17年度から18、

年度の料金改定が4.5％減少したことによりまし

て、まず電力料金がこのように変わっていると

いうことと、電力料金につきましては、基本料

金、これは定額でございます。それから電力量

収入、二部料金制になっておりまして、電力に

基づく収入と 基本料金という定額の料金になっ、

ております。割合が電力料収入が大体１に対し

まして基本料金は１対９の割合になっておりま

す。そして、電力料収入は１キロワットアワー

当たり１円という形になっております。

マイナス4.5％にしても余りに違う○野辺委員

んじゃないかな思ってちょっと……。

あらためて説明いたします。○久保副局長

16、17と、それから18、19ということで料金

が値下げになっております。4.5％ですが、額に

しますと２億2,000円万円減額になっておりま

す。その分がここに影響しているということで

ございます。4.5％が年間通じまして２億2,000

円万減っているということでございます。

それにしてもちょっと余り違○野辺委員

う……。これでいけば30％ぐらい下がったよう

な感じ。

電力供給量はふえたんだけど、○太田委員長

料金が下がったもんだから、比較すると下がる

ということであるわけですね。というふうに解

釈します。

もう少し詳しく申し上げます○久保副局長

、 、 、と 16 17のいわゆる基本料金が約44億700万円

それから18、19の基本料金が41億8,100万円程度

。 、でございます その差が２億2,000万でけれども

あとのいわゆる従量分は1キロワットアワー１円

でございます。ですから、料金が10％と低いも

んですから、その基礎料金が大体影響してくる

と このようになっております その関係でワッ、 。

ト数は大分違うんですけれども、９割が基本料

金ですので、こういう形になっているというこ

とでございます。

九電のほうがそれをカバーしたと○野辺委員
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いうことになっているんですね。もちろんそう

いう……。

ちょっと重複するかもしれま○日髙企業局長

せんけれども、電力料金で実績に反映するのは

全体の10％ということでございます。ですか

ら、90％は30年平均の電力量を保障するという

形、そういう料金体系になっておりますんで、

減った分がそのまま減るという形ではございま

せん。ただ、単価が減ったことによるその分は

当然減りますけれども、ですから、年度によっ

て雨量が大分違ったりしますけれども、その分

の影響はできるだけ少ないような料金体系とい

うことになっておるところでございます。

いわばもうかったわけですな、こ○野辺委員

としは……。

ほかにありませんか。議案につ○太田委員長

いてはいいですか。決算委員会でまたやります

ので、疑問がありましたらまた聞いていただき

たいと思います。

それでは、次にその他の報告事項についてで

ありますが、質疑はありませんか。

以前に発電所の被害について御説○福田委員

明を受けたんですが、そのときこれよりも少し

軽微で上がるかもしれないというお話もござい

ました。しかし、実態としては、これだけ災害

復旧にお金がかかるわけですが、そのとき、保

険の話をちょっとお聞きしたことがあったんで

すが、その保険でどれくらいカバーできるんで

しょうかね、これは。

ただいまの御質問は、水○ 山施設管理課長

力発電所の機械あるいは配電盤回線、いろいろ

盤とかございますが、その分を都道府県全体で

保険に加入してございます。今回の上祝子の試

算に関しましては、まだ詳細を事務局と詰めて

いるわけではございませんが、一応、我々の手

持ちの資料でいきますと、大体２億円程度は保

険としていただけるのではないかというぐあい

に概算でございますが、考えております。以上

でございます。

こういう類の保険というのはなか○福田委員

なか出づらいんですけど、これは特殊な保険な

んですか、災害保険は。どういう保険に加入さ

れているんですか。普通の施設保険ですか。

水力発電所のいろんな施○ 山施設管理課長

設等でも、例えば発電所の建屋とかそれから発

電機、水車とかいろいろございますが、どの対

象品目の保険に加入するかはそれぞれの県の任

意になってございます。今回、私ども宮崎県で

加入しておりますのは、水車、発電機、それか

ら配電盤開閉装置等でございまして、その対象

になる分について保険がいただけるということ

になっております。

保険の引き受けね、いろんな施設○福田委員

ごとの、これはそれぞれ違いがあると思います

が、これは民間が引き受けている保険ですか、

どうですか。

この保険は、民間のほうでは○相葉電気課長

ございません。都道府県会館というのがござい

まして、全国の都道府県が公営電気がメーンに

なっておりますけど、水力発電の機械損害共済

という共済制度を、これは保険というより互助

会に近いものでございますけれども、そういっ

たもので最大出力等によりまして保険金を、設

備等にもよりますが、算出しまして払っており

まして、それから出るというような形になって

おります。

―○福田委員 年間の保険料金はどれぐらい

共済会の掛け金になるのかな、掛け金になりま

すわな。トータルで……。

大体でございますが、2,000万○相葉電気課長
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円程度でございます。

総体施設ということね。○福田委員

はい、全体の設備でございま○相葉電気課長

す。

関連してですが、取水口の擁壁の○米良委員

流出ということを、一部損害が2,400万ですが、

これによる原因被害というふうに理解していい

ですかね、今度の場合は。この発電所、発電機

が冠水をしたという被害の状況ですけれども、

この原因というのは……。

発電所のこの冠水は、これは○郷田工務課長

取水口はかなり上流部でございますので、直接

的にこの取水口の擁壁が壊れたことによって被

害が起こったというものではございません。

、 、○米良委員 それで その４億3,000万に対して

２億円という保険で賄うあとの半分は、もちろ

ん企業局そのものが支払わなきゃならんでしょ

うけれども、これは台風の大きいのが来たら毎

年やられるということじゃないんですか。違う

んですか、どうなんでしょうか。

この水力発電施設の被害につ○日髙企業局長

きましては、ここのところずっと起こっており

ませんで、今回の上祝子のこういう水没は、最

近においては前代未聞ではございませんけど、

そういう類のものでございます。この上祝子の

上流は、ちょうど８月２日の夕方でございまし

たが、１時間雨量が107ミリというような大きな

雨が降りまして、これは今までとても予測して

いなかったわけでございますが、そういう大き

な雨量に伴って祝子川が増水して、こういう被

害が生じたところでございます。

常時こういうことが起こるということではご

ざいませんけれども、ただ、修繕準備引当金と

いうことで７億円ほどを引き当てしているとこ

ろでございます。そういった経費等で賄うとい

うことでございます。

いずれにしても、また起こるとい○米良委員

う可能性はありますわね、局長。その原因究明

をしながら再発防止をということは考えないん

ですか、これは。

当然、そういう事態は考○ 山施設管理課長

慮できますので、例えば、今回の原因でござい

ます河川水の上昇に伴う浸水、これに対する対

策等としまして、水が入ってきそうな 発電―

所建屋の水の入ってきたところをちょっと上に

上げるとか、そういう工夫をしたいというぐあ

いに考えております。以上でございます。

何かそういう対策でも講じない限○米良委員

りは、また起きる可能性が素人判断ながらして

ならないもんですからね。さっき福田委員が尋

ねた、たった２億円、半分の保険しか出ないと

いう 基金もあるでしょうけれども、また起―

こる可能性というのは、非常に大きいと感じる

もんですからね。

今回の上祝子の発電所でござい○時庭副局長

ますけれども、通常の雨では水が入らない程度

の高さまでできておりますが、先ほど局長が申

しましたように、８月２日の８時から降り始め

まして、夜の18時までには365ミリの雨が降った

のでございます。また、被災を受けた夕方の６

時ごろの時間前には時間雨量が50ミリを超えて

おるところでございます。また、ほかの発電所

につきましても、水位の上昇が考えられますの

で、水が入るところにつきましては、取水壁等

の措置をして、こういう冠水の事故がないよう

に、今現在やっているところであります。今後

ともこういう事故の起こらないように、総点検

を行いまして安全な発電に努めてまいりたいと

考えております。

太陽光発電装置の件ですが、私も○西村委員
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さきの議会で反対討論まで立ってやった成果と

いうか、反響で県内からもさまざまな賛否両論

をいただきました。その中で、実際は県庁職員

の方からも非常に賛成意見をいただいた部分も

あります。やはりその中で県庁職員なりのいわ

ゆるいろんなものに対しての申請するあり方で

。 、すね 今回どうしてもＮＥＤＯに申請する前に

予算計上しないといけなかったというのは非常

にわかるんですけれども、実際、申請したら非

常に費用対効果がほかの申請に比べて悪かった

ということですね、結果的には。だから、こう

いう中で、やはり反省すべき点もあると思いま

すが、そのあたりはどうでしょうか。

私どもこの事業の提案に当た○郷田工務課長

りましては、費用対効果等考えまして、補助が

なければ これはもう成り立たない事業だと思っ、

ております それで 覚悟して取り組んでまいっ。 、

たわけですけれども、応募申請をする前から、

ＮＥＤＯの情報をいろいろと取り寄せたりして

情報収集に努めてきたわけですが、その中でこ

れぐらいであれば、競争のベースに乗ると、そ

ういうものがわかってまいりましたので、そう

いうことで当初の単価設定からいろいろと努力

をしまして、単価を下げる努力をして、そして

申請に及んだということで、私どもとしては、

申請までに単価設定ということでかなりＮＥＤ

Ｏとのやり取りもしながら進んできたというこ

とでございます。

この事業は、非常に啓発活動とし○西村委員

ての意味があるということで知事初めそういう

御意見をたくさんいただきましたし、また、実

際、議会を通った後もいろんなところで、知事

もそういうふうに、啓発事業としてこれだけか

けた意味があるということをおっしゃってきま

したけど、今回、ＮＥＤＯの補助がつかなかっ

たということで、それに従って事業をやめると

いうこと、ということは、いわゆる啓発事業自

体もこの予算の中でもやめてしまうということ

を伺いましたが、ただ、それではちょっと県民

に対して私は理解していただけないんじゃない

かなと思います。あくまで啓発事業をやると、

その中の一環だということを言っていたわけで

すから、そのあたりはどうでしょうか。

私どもは、太陽光発電への取○郷田工務課長

り組みと、新エネに対する取り組みというその

事業の中で、あわせてＰＲに資するというよう

なことで取り組んできたわけです。ＰＲだけと

いう、そういう観点からではなくて、６月の委

員会でも説明をしたと思うんですけれども、や

はり庁舎自体の消費電力の削減、そういうもの

も頭に描きながらやってきたわけで、ＰＲだけ

ということになりますと、また、企業局の業務

とは違った面で頑張っていかなければいけない

ところかなと思います。そういうことでＰＲだ

けでの事業ということになると、やはり企業局

としては取り組みづらいというふうに考えてお

るところでございます。

ちょっと私が前回この予算を通す○西村委員

ときにはですよ、やはりこれ、導入したことに

よって県民に対して広く太陽光の、もちろん新

エネルギーを含めた啓発活動をやっていくとい

うことが非常に強く盛り込まれて、それがいわ

ゆる差額の1,500万とか、その差額に見合うもの

だということで進められたと思いますし、この

委員会内でもやはり7,000万という予算自体は非

常に高いものだから慎重にという話は再三出ま

したよ。やはりそうであればこれがだめだから

といって、すべて関連するほかのこともやめて

しまうということですよね。だから、それは

ちょっとまた違うんじゃないかなと……。



- 49 -

太陽光発電を初めといたしま○日髙企業局長

す新エネルギーについての普及啓発をやるセク

ションといいますのは、県の中では知事部局の

中にございます。そこが中心に新エネの普及啓

発を図っていくという そういうシステムになっ、

ているところでございます。そういった中で私

ども企業局においても、発電事業をやっている

という経緯から、風力発電とかいろいろござい

ますけれども、その中で太陽光発電に取り組ん

で、そしてその普及啓発の一助を担おうという

ことで企画をして予算をお願いしたところでご

ざいます。これはもちろん採算面の問題もござ

いますので、当然国の補助金を前提にしてそれ

を活用してということでございましたが、国の

、補助金がどうしてもだめということなりますと

また採算上の問題がございますので、それは企

業局として、補助金なしで設置することはでき

ないということでございまして、そもそもその

普及啓発については、そういう県の行政のシス

テムの中でやるセクションがございますので、

そこでやっていくということになりますし、ま

た、そこでそういう研究会等をつくってござい

まして、そこに私ども企業局の職員もメンバー

として入っておりますので、企業局としてそう

いうものに資することできることについては積

極的に協力していくということでございます。

私は前回反対討論に立ったときに○西村委員

言ったんですが、既に、太陽光発電装置だけ見

れば、佐土原の農業試験場に九州最大と言われ

るものがあるわけで、もはや宮崎県に一つもな

いわけじゃないということも話の中に含めて反

対討論に立ったわけですが、他部局かもしれま

せんけど、そういうものも一緒にＰＲしてやれ

ばさらにむだがないんじゃないかなと思ったこ

とと、もうこれ最後にしますけど、これでもう

企業局としては、来年以降ＮＥＤＯの申請はあ

きらめるのか、これを修正して、規模を大きく

したり小さくしたりして、来年以降も出してい

く気持ちがあるのか、いかがですか。

太陽光発電システムの補助金○日髙企業局長

制度は、非常に私は難しい制度だと思っており

まして、一般的には国の補助金が決定して、そ

れを決定しましたんでやりますということで議

会に提案するということが一般的ではないかな

、 、と私は思っておるんですけれども これは何せ

予算措置をして、それを前提じゃないと補助金

の申請は受け付けませんよということでござい

ますもんですから、そこ辺の補助金の採択の度

合い等を十分、今回見きわめたつもりでござい

ますけれども、それがそうならなかったという

ことでございますんで、そこ辺の今回の反省点

を十分踏まえて、いろんな面で、例えば単価だ

とか、そういったもので補助金の採択の可能性

があるのかどうか、そういったことを含めて検

討していきたいと思っております。

その他ありませんか。○太田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企業局○太田委員長

を終了いたします。

執行部の皆様大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時１分休憩

午後３時９分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、25日に

行いたいと思います。

開会時刻は午後１時30分としたいと思います
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が、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○太田委員長

します。

そのほか何かありませんか。

幹事長会で言われた裏金調査を、○西村委員

各常任委員会に言って現地調査も本会議中か閉

会中かという問題は……。

例の不適正な事務処理の関係を○太田委員長

現地調査して、その現物を見たいとかそういう

こともいいんではないかということでありまし

た。

それで、これ、行くという日程の関係があり

ますので、10月29日が閉会中の常任委員会でし

たね。だから、そのあたりでいいということで

。あればそこにも設定できるかなと思っています

暫時休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時12分再開

委員会を再開いたします。○太田委員長

そのほか何かありませんか。いいですね。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○太田委員長

以上で本日の委員会を終了いたします。

午後３時12分散会
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平成19年９月25日（火曜日）

午後１時34分開会

出席委員（９人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 米 良 政 美

委 員 福 田 作 弥

委 員 野 辺 修 光

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 長 友 安 弘

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

ただいまから、文教警察企業常○太田委員長

任委員会を再開いたします。

まず、継続審査となりました議案第14号「平

成18年度公営企業会計決算について」以外の議

案の採決を行います。採決につきましては、議

案ごとがよろしいでしょうか、一括がよろしい

でしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○太田委員長

ます。議案第１号及び第８号につきましては、

原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって議○太田委員長

案第１号及び議案第８号につきましては、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。教育及び警察行政の推進並びに公営企

業の経営に関する調査につきましては、引き続

、き閉会中の継続調査といたしたいと思いますが

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議ありませんので、この旨議○太田委員長

長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として、特に御要望は

ありませんか どうでしょうか。。

この委員会のあれはすべて載りま○福田委員

すがね、大体ほぼね。

そうですね。○太田委員長

特に、うちは党議の中で預け・裏○福田委員

金の問題の発言がありましたよね。あれについ

てしっかり載せてもらうようにという要望があ

りましたので……。

はい。○太田委員長

ちょっと離れますけど、委員長会○西村委員

議の予定は……。

特に今のところ聞いておりませ○太田委員長

ん。

やっぱり委員長会議でもある程度○西村委員

足並みはそろえてもらって、裏金問題は……。

それで、西村委員からありまし○太田委員長

たように、委員長の集まりはないのかというこ

、 。とでしたが 今のところ聞いておりませんので

ただ、全体の報告の調整みたいものは特段、変

わってきたりするといけないから、多少の確認

はしてみたいと思いますけど 今まで発言のあっ。

たことは載せていきたいと思います。ほかには

ありませんか。
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今の意見がですよね、例えば、私○井上委員

たちのところの文教のほうでは非常に項目が少

なかったということで、このままでそのいろん

な意見を各委員が言って、それで終わりになっ

ていて それを報告をするということだけになっ、

ているけれども、県議会全体としては、今回の

各委員会で議論をするということだけに今とど

まっているわけで、各委員長クラスなりで、一

応出た意見等を集約して、そして各委員会ごと

にどうだったかということで、それなりの方向

性というのは常任委員会の委員長もちゃんとし

てもらわないと、じゃ、これで県議会の追求は

終わったんだみたいにして言われると、また、

それはそれなりに問題が出てくるのかなという

気がしないでもないんですよ。だから、各常任

委員会ごとで議論を一たんするというふうに決

まったわけですから、それはやったと、その結

果、各委員会はどうだったかということをやっ

ぱり委員長会で１回やっていただいて、今後、

それは別の機関にゆだねるなり何なりですね、

その議論はちゃんとしておいていただいて、各

委員会ごと、どういう状況だったのかというの

は、正確にみんな知っておく必要というのはあ

るんじゃないでしょうかね。

それぞれの会派の党議でも報告○太田委員長

はあったと思いますけど、それぞれ委員会で

ちょっとニュアンスの違いがあるようですね。

その辺の調整はしないといかんのかなとは思っ

たりもしておりました。ですから、各常任委員

会の状況も私も確認して、場合によっては今、

言われたとおり、委員会の委員長が集まってや

らないかんということでもあれば、それはそう

いう場も設けることもあると思います。

だから、ニュアンスのちがいがあ○福田委員

るから、各常任委員長の報告の中にしっかりと

預け・裏金の問題は盛り込んでほしいと、それ

を受けてまた次にいきますからね。そういうこ

とですよ。

はい。○太田委員長

そういうあれでしたよ。僕らの意○福田委員

見は。終わったということじゃないんですよ。

終わったということじゃないと○太田委員長

いうことですね。報告してみたいと思います。

これは議長に言わないかんのでしょうかね、議

長ですね。そういう声もありましたということ

で……、はい、わかりました。

ほかにはありませんか。その他でもいいです

よ。委員長報告の中でということで……。いい

ですか、委員長報告の件については。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたします。○太田委員長

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見等を参考にしながら、正副委員長に御一任い

ただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○太田委員長

す。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時41分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

10月29日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中の協議のとおりの内容等で委員会を開催

することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○太田委員長

す。また、相手方との関係もありますので、協

議もまだ必要かと思いますが、そういう方向を
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検討したいと思います。

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○太田委員長

委員会を終了いたします。次の委員会は10月１

日（月）から３日間の予定で公営企業会計決算

審査を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。委員の皆様にはお疲れさまでした。

午後１時42分閉会




